
（別紙）

第1　法人課税関係の申請、届出書等の様式関係

平成13年7月5目付課法3－57ほか11課共同「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定にっいて」
　（注）下線を付した部分が改正部分である。

（法令解釈通達）のうち次表の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正する。

改　　　　　正　　　　　後 改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　7） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　7）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

事業年度指定通知書 事業年度指定通知書
（省略） （省略）

（教示文削除）
（
規

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （

格
税務署長　　　　　⊥　　　｝国税局長に対して異議申止てをするLとができます・

規
格

A A4 4） ）

17．03改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法1225） 13．07改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法1225）

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

不服申立て等について
（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に
税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ
れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の
送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査詰求を
することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき
は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え／以下
「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき
又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなけれぱ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができます口

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等
の取消しを求めようとするとき。

（3）異議申立てにっいての決定又は審査詰求にっいての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない
ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　7）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　7）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等1二ついて

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます口

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え／以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん口

○　取消訴訟は・審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は栽決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　7）

事業年度指定通知書

1　使用目的

　　「事業年度指定通知書」（法1225）は、法令又は定款、寄付行為、規則若しくは規約に事業年度の定めがなく、か

つ　事業年度の届出がない法人について、事業年度を指定し、通知する場合に使用するものである。

2　作成部数

　　複写により2部作成し、その1部を原義として決裁を受け、他の1部を法人に送付する。

3　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「この通知に係る処分は、　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者の表示 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記載する。

処分の内容に応じて、次のとおり記載する（それぞれに該当する用紙を使用する｝とに

留意する。）。

（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記載する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、
教　　　　　示

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する

（2）国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記載する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する

4　留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書

便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　7）

事業年度指定通知書

1　使用目的

　　「事業年度指定通知書」（法1225）は、法令又は定款、寄付行為、規則若しくは規約に事業年度の定めがなく、か

つ　事業年度の届出がない法人について、事業年度を指定し、通知する場合に使用するものである。

2　作成部数

　　複写により2部作成し、その1部を原義として決裁を受け、他の1部を法人に送付する。

3　記載要領

項　　　目

調査担当者の表示

教　　　　　示

内　　　　　　　　　　　　　　容

　「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

（1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記載する。

国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である旨の表示をする場合には、「税務署

長」を、その他の場合には「国税局長」を抹消する。

4　留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書

便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　9） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　9）

（一枚目）

第　　　　号 第　　　　号
（省略） （省略）

国税庁長官 国税庁長官

法人税及び消費税の納税地指定通知書 法人税及び消費税の納税地指定通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内

に国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。

17．03改正 13．07

（二枚目）

不服申立て等について

（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　異議申立てにっいて決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服

があるときは、当該異議申立てをした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、決定があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき又

は当該決定の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起する二とができません。

○　取消訴訟は、異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、異議申立てに対する決定を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）　異議申立てがされた日の翌目から起算して3月を経過しても決定がないとき。

（2）　更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定

等の取消しを求めようとするとき。

（3）　異議申立てにっいての決定を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急

の必要があるとき、その他その決定を経ないことにっき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　10） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　10）

（一枚目）

第　　　　号 第　　　　号
（省略） （省略）

国税局長 国税局長

法人税及び消費税の納税地指定通知書 法人税及び消費税の納税地指定通知書

（省略） （省略）

（教示文削除） この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内

に　　　　国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は

国税不服審判所長首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

17．03改正 13．07

（二枚目）

不服申立て等について

【不服申立てについて】
（追加）

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、
国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期問経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった目の翌目から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

する二とができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求にっいて裁決があ（）た場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査言青求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます，

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があ（）たことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起する二とができま

せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起する二とができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当言亥更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等にっいてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）　異議申立てにっいての決定又は審査請求にっいての裁決を経ることにより生ず

る著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経な

いことにっき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　11） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　11）

（一枚目）

第　　　　号 第　　　　号
（省略） （省略）

国税庁長官 国税庁長官

法人税及び消費税の納税地指定通知書（指定替え） 法人税及び消費税の納税地指定通知書（指定替え）

（省略） （省略）

（教示文削除）
この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内

に国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。

17．03改正 13．07

（二枚目）

不服申立て等について

（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌目から起算して2月以内に

国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　異議申立てについて決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服

があるときは、当該異議申立てをした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります、

○　取消訴訟は、決定があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき又

は当該決定の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができません。

○　取消訴訟は、異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、異議申立てに対する決定を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）　異議申立てがされた目の翌目から起算して3月を経過しても決定がないとき。

（2）　更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定

等の取消しを求めようとするとき。

（3）　異議申立てにっいての決定を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急

の必要があるとき、その他その決定を経ないことにっき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　12） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　12）

（一枚目）

第　　　　号 第　　　　号
（省略） （省略）

国税局長 国税局長

法人税及び消費税の納税地指定通知書（指定替え） 法人税及び消費税の納税地指定通知書（指定替え）

（省略） （省略）

（教示文削除） この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内

に　　　　国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は

国税不服審判所長首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

17．03改正 13．07

（二枚目）

不服申立て等について

【不服申立てについて】
（追加）

○　この処分に不服があるときは、こ0）通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、
国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期問経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）にっいての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった目の翌目から起算して1月以内に国税不服審半1」所長に対して審査請求を

する二とができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後σ）処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該栽決の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起する二とができま

せん。

○　取消訴訟は、審査詰求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）　異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ず

る著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は栽決を経な

いことにっき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　13） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　13）

（一枚目）

第　　　　号 第　　　　号
（省略） （省略）

国税庁長官 国税庁長官

法人税及び消費税の納税地指定解除通知書 法人税及び消費税の納税地指定解除通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内

に国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。

17．03改正 13．07

（二枚目）

不服申立て等について
（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税庁長官に対して異議申立てをすることができます、

【取消しの訴えについて】

○　異議申立てにっいて決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服

があるときは、当該異議申立てをした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、決定があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき又

は当該決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができません。

○　取消訴訟は、異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、異議申立てに対する決定を経ずして訴訟を提起す

ることができますコ

（1）　異議申立てがされた目の翌目から起算して3月を経過しても決定がないとき。

（2）　更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定

等の取消しを求めようとするとき。

（3）　異議申立てにっいての決定を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急

の必要があるとき、その他その決定を経ないことにっき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　14） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　14）

（一枚目）

第　　　　号 第　　　　号
（省略） （省略）

国税局長 国税局長

法人税及び消費税の納税地指定解除通知書 法人税及び消費税の納税地指定解除通知書

（省略） （省略）

（教示文削除） この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内

に　　　　国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は

国税不服審判所長首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

17．03改正 13．07

（二枚目）

不服申立て等について

【不服申立てについて】
（追加）

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、
国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

○　異議申立て（法定¢）異議申立期間経過後にされたもσ）そσ）他そσ）申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった目の翌目から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があ（）た場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起する二とができま

せん。

○　取消訴訟は、審査詰求に対する栽決を経た後でなければ提起する二とができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）審査詰求がされた目σ）翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）　異議申立てにっいての決定又は審査詰求にっいての裁決を経ることにより生ず

る著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経な

いことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　19） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　19）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書 更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書

（省略） （省略）

（教示文削除） 税務署長
（規

この処分に不服があるときは・この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に　　　国税局長
（

格 に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は　　　　　国税不服審判所長首席国税審判官）
規

A
格

4
に対して審査詰求をすることができます。 A

） 4
）

17．03改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法1102－2） 15．07改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法1102－2）

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分（青色申告書に係る更正等）〕

不服申立て等について
（追加）

【不服申立てについて】

○　二の処分に不服があるときは、二の通知を受けた目0）翌目から起算して2月以内に

税務署長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、
国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期問経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます、）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった目の翌目から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができまづ’。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当言亥裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起する二とができま
せノ）。

○　取消訴訟は、審査詰求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査詰求に対する栽決を経ずして訴訟を提起す

る二とができます。

（ユ）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても栽決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

二とにつき正当な理由があるときコ



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　19）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　19）

／税務署の職員の調査に基づく処分（その他の処分）〕

（追加）

不服申立て等1二ついて

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て／法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます口

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります口

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は・審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき口

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　19）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　19）

／国税局の職員の調査に基づく処分（青色申告書に係る更正等）〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　　国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、
　　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます口

○　異議申立て（法定の異議申立期問経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります口

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき口

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ず
　　　る著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経な

　　　いことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　19）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　19）

／国税局の職員の調査に基づく処分（その他の処分）〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　19）

更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書

1　使用目的

　　「更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書」（法1102－1、法1102－2）は、更正の請求に対して調

査した結果、その更正をすべき理由がないと認めた場合、更正の請求が請求期限経過後に提出されたもの又は請求事

項が不適法なものである場合に、請求法人に対してその旨を通知するときに使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

提出された更正の請求書に基づき、提出年月目及び言青求対象事業年度又は請求対象課税期

本　　　　　　文
問を記入し、当該請求書が、法人税の場合は「課税期問」の文字を抹消し、単体法人の場合

は「連結事業年度」の「連結」の文字を抹消する。消費税及び地方消費税の場合は「連結事

業年度」の文字を抹消する

理　　　　　　由 更正の請求に対して更正をすべき理由がないとした理由を具体的に記載する。

「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者の表示 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用する｝とに
留思する。）。

（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

イ　青色申告法人及び連結法人に対して｝の通知を行う場合（青色申告書に係る更正等）

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法

人の納税地を管轄する税務署名を記入する

また、「…　（提出先は　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

ロ　イ以外の法人に対して｝の通知を行う場合（その他の処分）

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法

人の納税地を管轄する税務署名を記入する

教　　　　　　示
また、「…　（提出先は　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

（2）国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

イ　青色申告法人及び連結法人に対して｝の通知を行う場合（青色申告書に係る更正等）

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法

人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

また、「…　（提出先は　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

ロ　イ以外の法人に対して｝の通知を行う場合（その他の処分）

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法

人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

また、「…　（提出先は　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　19）

更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書

1　使用目的

　　「更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書」（法1102－1、法1102－2）は、更正の請求に対して調

査した結果、その更正をすべき理由がないと認めた場合、更正の請求が請求期限経過後に提出されたもの又は請求事

項が不適法なものである場合に、請求法人に対してその旨を通知するときに使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

提出された更正の請求書に基づき、提出年月目及び精求対象事業年度又は請求対象課税期

本　　　　　　文
問を記入し、当該請求書が、法人税の場合は「課税期問」の文字を抹消し、単体法人の場合

は「連結事業年度」の「連結」の文字を抹消する。消費税及び地方消費税の場合は「連結事

業年度」の文字を抹消する

理　　　　　　由 更正の請求に対して更正をすべき理由がないとした理由を具体的に記載する。

「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者の表示 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する

の表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を抹消する

また、次の場合には、「又は国税不服審判所長（提出先は　　　　国税不服審判所長首席国

税審判官）に対して審査請求」を抹消する

（1）法人税について、青色申告法人以外の法人（連結法人を除く）に対して｝の通知を

行う場合

（2）消費税及び地方消費税について、｝の通知を行う場合

教　　　　　　示

3　送付に当たっての留忌事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　26）

改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　26）

（一枚目）

（省略）

第 万

（省略）

第　　　　号

法人税額等の　　　　通知書及び加算税の賦課決定通知書 法人税額等の　　　　通知書及び加算税の賦課決定通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に　　　に対して異議申立て

又は国税不服審判所長（提出先は　国税不服審判所長首席国税審判官）に対して審査詰求をすることができます。

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分（青色申告書に係る更正等）〕

不服申立て等について

（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、こ0）通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、
　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます、

○　異議申立て（法定の異議申立期問経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった目の翌目から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消し0）訴え（以下

　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決0）目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができま

　せノ）コ

○　取消訴訟は、審査詰求に対する裁決を経た後でなけれぱ提起することができません

　が、次0）いずれかに該当するときは、審査詰求に対する栽決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（■）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても栽決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経る二とにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　26）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　26）

／税務署の職員の調査に基づく処分（その他の処分）〕

（追加）

不服申立て等1二ついて

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て／法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます口

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります口

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は・審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき口

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　26）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　26）

／国税局の職員の調査に基づく処分（青色申告書に係る更正等）〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　　国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、
　　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます口

○　異議申立て（法定の異議申立期問経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります口

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき口

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ず
　　　る著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経な

　　　いことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　26）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　26）

／国税局の職員の調査に基づく処分（その他の処分）〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　28） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　28）

（一枚目）

第　　　　号 第　　　　号

（省略） （省略）

清算中の各事業年度　　　　　　　　　　　法人税額等の　　通知書及び加算税の賦課決定通知書清　算　所　得　　　’ 清算中の各事業年度　　　　　　　　　　　法人税額等の　　通知書及び加算税の賦課決定通知書清　算　所　得　　　’

（省略） （省略）

（教示文削除）
この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に　　　に対して異議申立て

又は国税不服審判所長（提出先は　国税不服審判所長首席国税審判官）に対して審査詰求をすることができます。

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分（青色申告書に係る更正等）〕

不服申立て等について
（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

税務署長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、
国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期問経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます，）にっいての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった目の翌目から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁半1」所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起する二とができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができま

せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（■）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　28）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　28）

／税務署の職員の調査に基づく処分（その他の処分）〕

（追加）

不服申立て等1二ついて

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て／法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます口

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります口

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は・審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき口

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　28）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　28）

／国税局の職員の調査に基づく処分（青色申告書に係る更正等）〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　　国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、
　　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます口

○　異議申立て（法定の異議申立期問経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります口

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき口

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ず
　　　る著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経な

　　　いことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　28）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　28）

／国税局の職員の調査に基づく処分（その他の処分）〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　30） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　30）

（一枚目）

第　　　　号 第　　　　号

（省略） （省略）

特定信託の各計算期間の所得に対する法人税額等の　　　通知書及び 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税額等の　　　通知書及び

加算税の賦課決定通知書 加算税の賦課決定通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に　　　に対して異議申立て

又は、国税不服審判所長（提出先は　国税不服審判所長首席国税審判官）に対して審査詰求をすることができます。

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分（青色申告書に係る更正等）〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、二の通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

税務署長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、
国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期問経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除き圭す・）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当言亥異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日0）翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができ圭す。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなけれぱ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する栽決を経ずして訴訟を提起す
ることができまづ■。

C1）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）異議申立てにっいての決定又は審査請求にっいての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は栽決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　30）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　30）

／税務署の職員の調査に基づく処分（その他の処分）〕

（追加）

不服申立て等1二ついて

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て／法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます口

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります口

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は・審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき口

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　30）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　30）

／国税局の職員の調査に基づく処分（青色申告書に係る更正等）〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　　国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、
　　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます口

○　異議申立て（法定の異議申立期問経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります口

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき口

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ず
　　　る著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経な

　　　いことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　30）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　30）

／国税局の職員の調査に基づく処分（その他の処分）〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　32）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　32）

（一枚目）

（省略）

第　　　　号

（省略）

第　　　　号

法人税の加算税の賦課決定通知書 法人税の加算税の賦課決定通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）

事業年度分の処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月

以内に　　　　　　　　　　　に対して異議申し立てをすることができます。

（二枚目）

不服申立て等について （追加）

【不服申立てについて】
　　　自平成　　年　　月　　目　自平成　　年　　月　　目　　　　自平成　　年　　月　　日
○　至平成　　年　　月　　目・至平成　　年　　月　　目　又は　至平成　　年　　月　　目

　事業年度分の処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月
　以内に　　　　　　　　　に対して異議申立てをすることができ圭す。
○　異議申立て（法定0）異議申立期問経過後にされたも0）そ0）他そ0）申立てが適法にさ

　れていないものを除き圭す。）についての決定があった場合において・当該決定を経た
　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本0）

　送達があった日の翌目から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます。
○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることにっいて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に国税不服審半■」所長（提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をする二とができ圭す。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服
　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌目から起算して6月を経過したとき
　又は当該裁決の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せノ）。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません
　が、次0）いずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
　ることができます。
　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき口
　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、そ0）訴訟0）係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等
　　の取消しを求めようとするとき。
　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急0）必要があるとき・その他そ0）決定又は裁決を経ない
　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　33） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　33）

（一枚目）

第　　　　号 第　　　　号

（省略） （省略）

特定信託に係る法人税等の加算税の賦課決定通知書 特定信託に係る法人税等の加算税の賦課決定通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
白年月目　年月目又は年月目計算期問分の処分至年月目、年月目　年月目

に対し、不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に　　　　に

対して異議申し立てをすることができます。

（二枚目）

（追加）

不服申立て等1二ついて

【不服申立てについて】
自平成　　年　　月　　日　自平成　　年　　月　　日　　　　白平成　　年　　月　　日

○　至平成　　年　　月　　日・至平成　　年　　月　　日　又は　至平成　　年　　月　　日

計算期間分の処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月
以内に　　　　　　　　　に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ
れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の
送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき
は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服
があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
r取消訴訟」といいます口）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき
又は当該裁決の日の翌日から起算してユ年を経過したときは、提起することができま
せん口

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません
が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等
の取消しを求めようとするとき。

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない
ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　正　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　36）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　36）

（一枚目）

（省略）

法第　　　　号
（省略）

法第　　　　号

青色申告の承認の取消通知書 青色申告の承認の取消通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）

17．03改正 （法1304）

規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長
　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます・

13．07 （法1304）

規
格

A
4

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等1二ついて

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て／法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます口

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国／代表者　法務大臣）となります・

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん口

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき口

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　36）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　36）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　正　　　　　後 改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　43） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　43）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

申告期限の延長申請の現雫通知書 申告期限の延長申請の鶏雫通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規 規
格 税務署長に対して異議申立てをすることができます。 格

A A
4 4
） ）

17．03改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法1341） 13．07 （法1341）

（二枚目）

不服申立て等について

【不服申立てについて】
（追加）

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に
税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当言亥異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった目の翌目から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができ圭す。

【取消しの訴えについて】

○　審査詰求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります・

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当言亥裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せノ）。

○　取消訴訟は、審査詰求に対する裁決を経た後でなければ提起する二とができません

が、次0）いずれかに該当するときは、審査詰求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができまづ’。

（1）審査言青求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等σ）取消しを求める訴えを提起した方が、そσ）訴訟0）係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経る二とにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにっき正当な理由があるとき。



改 正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　43）

申告期限の延長申請の

1　使用目的

　　　　　　　　　　　　　指定
　　「申告期限の延長申請の
　　　　　　　　　　　　　却下

の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

指定
　　　　通知書
却下

通知書」（法1341）は、法人税の申告期限延長申請について、期目指定又は却下

項 目 内 容

r指定
のように上下二段書きとなっている箇所については、決議の内容に応じて不要

標題及び本文 却下」

文字を抹消する。

延長の期目指定をする場合には、 この処分により指定する期目をr平成 年 月 目」

下　記 部　分
の空白箇所に記入し、却下の通知をする場合には、下記部分は抹消する。

「…　2月以内に 税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記入する。
教 示

また、
「… （提出先は 国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書

便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改 正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　43）

　　　　　　　　　　　　　　指定
申告期限の延長申請の　　　　通知書
　　　　　　　　　　　　　　却下

1　使用目的

　　　　　　　　　　　　指定
　　「申告期限の延長申請の
　　　　　　　　　　　　却下

の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

通知書」（法1341）は、法人税の申告期限延長申請について、期目指定又は却下

項 目 内 容

r指定
のように上下二段書きとなっている箇所については、決議の内容に応じて不要

標題及び本文 却下」

文字を抹消する。

延長の期目指定をする場合には、 この処分により指定する期目をr平成 年　月 目」

下　記 部　分
の空白箇所に記入し、却下の通知をする場合には、下記部分は抹消する。

「 税務署長」の空白箇所には、 この処分を行う税務署名を記入する。

教 示

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書

便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　正　　　　　後 改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　45） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　45）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

申告期限の延長の特例の申請の現雫通知書 申告期限の延長の特例の申請の鶏雫通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（規 この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （

格
規

A
税務署長に対して異議申立てをすることができます。 格

4 A
） 4

）

17．03改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法1346） 13．07 （法1346）

（二枚目）

不服申立て等について

【不服申立てについて】
（追加）

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に
税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当言亥異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった目の翌目から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができ圭す。

【取消しの訴えについて】

○　審査詰求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります・

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当言亥裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せノ）。

○　取消訴訟は、審査詰求に対する裁決を経た後でなければ提起する二とができません

が、次0）いずれかに該当するときは、審査詰求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができまづ’。

（1）審査言青求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等σ）取消しを求める訴えを提起した方が、そσ）訴訟0）係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経る二とにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにっき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　45）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定
申告期限の延長の特例の申請の　　　　通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　却下

1　使用目的

　　　　　　　　　　　　　　　　　指定
　　r申告期限の延長の特例の申請の　　　通知書」（法1346）
　　　　　　　　　　　　　　　　　却下

長月数の指定又は却下の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

は、法人税の申告期限の延長の特例の申請について、延

項　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

標題及び本文

下　記　部　分
延長月数の指定の通知をする場合には、この処分により指定する延長月数を「（指定月数）　月」の空白箇所に記入し、却下の通知をする場合には、下記部分は抹消する。

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の納

教　　　　　示
税地を管轄する税務署名を記入する　また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　45）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定
申告期限の延長の特例の申請の　　　　通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　却下

1　使用目的

　　　　　　　　　　　　　　　　　指定
　　r申告期限の延長の特例の申請の　　　通知書」（法1346）
　　　　　　　　　　　　　　　　　却下

長月数の指定又は却下の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

は、法人税の申告期限の延長の特例の申請について、延

項 目 内 容

標題及び本文

　r指定　　　　　のように上下二段書きとなって　　却下」字を抹消する。

る箇所については、通知の内容に応じて不要文

下 記 部　分
延長月数の指定の通知をする場合には、この処分により指定する延長月数を「（指定月数）　月」の空白箇所に記入し、却下の通知をする場合には、下記部分は抹消する。

「 税務署長」の空白箇所には、 ｝の処分を行う税務署名を記入する

教 示

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改 正 後 改 正 ⊥目1』

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 46） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 46）

（一枚目）

法第 目
万 法第 目

万

（省略） （省略）

申告期限の延長の特例の 取消
変更

通知書
　　　　　　　　　　　　　　取消申告期限の延長の特例の変更通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規

税務署長国税局長に対して異議申立てをすることができます・
規

格 格

A A
4 4
） ）

17．03改正 （法1348） 16．06改正 （法1348）

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

O この処分に不服があるときは、 この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に
税務署長に対して異議申立てをすることができます・

O 異議申立て／法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、 当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます口

O なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

O 審査請求について裁決があった場合において、 当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、 当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

O 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。

O 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん。

O 取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。
（1） 審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
（2） 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき口
（3） 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　46）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　46）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　46）

　　　　　　　　　　　　　　取消
申告期限の延長の特例の　　　　通知書
　　　　　　　　　　　　　　変更

1　使用目的

　　　　　　　　　　　　　　取消
　　「申告期限の延長の特例の　　通知書」（法1348）
　　　　　　　　　　　　　　変更

場合に使用する。

2　記載要領

は、申告期限の延長の取消し又は延長期問の変更の通知をする

項　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「取消　　　「延　　長　　を　　取　　消　　　及び　ヒ　　　　ゴ　　　　　　の箇所については、通知の内容に応じて不要変更」　　　指定月数を下記月数に変更」

文字を抹消する。

標題及び本文
　　　「白平成　年　月　目また、　　　　　　　　　　（連結）事業年度以後……」の空白箇所には、この処分を　　　　至平成　年　月　目

しようとする目の属する事業年度を記入し、単体法人の場合は「（連結）事業年度」の「（連結）

の文字を抹消する。

「（変更後の指定月数）　　月」の空白箇所には、承認又は指定していた延長期問の月数を

下　記　部　分 変更する場合は、この処分により指定しようとする延長期問の月数を記入し、取消しの通知
をする場合は、下記部分は抹消する。

「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者の表示 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属

国税局名を記入する。

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用する｝とに留
思する。）。

（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記入する

教　　　　　示
また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

（2）国税局の職貝の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の
納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項

　（定義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する

信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　46）

　　　　　　　　　　　　　　取消
申告期限の延長の特例の　　　　通知書
　　　　　　　　　　　　　　変更

1　使用目的

　　　　　　　　　　　　　　取消
　　「申告期限の延長の特例の　　通知書」（法1348）
　　　　　　　　　　　　　　変更

場合に使用する。

2　記載要領

は、申告期限の延長の取消し又は延長期問の変更の通知をする

項　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「取消　　　「延　　長　　を　　取　　消　　　及び　ヒ　　　　ゴ　　　　　　の箇所については、通知の内容に応じて不要変更」　　　指定月数を下記月数に変更」

文字を抹消する。

標題及び本文
　　　「白平成　年　月　目また、　　　　　　　　　　（連結）事業年度以後……」の空白箇所には、この処分を　　　至平成　年　月　目

しようとする目の属する事業年度を記入し、単体法人の場合は「（連結）事業年度」の「（連結）

の文字を抹消する。

「（変更後の指定月数）　　月」の空白箇所には、承認又は指定していた延長期問の月数を

下　記　部　分 変更する場合は、この処分により指定しようとする延長期問の月数を記入し、取消しの通知
をする場合は、下記部分は抹消する。

「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者の表示 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属

国税局名を記入する。

表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を抹消する

教　　　　　示

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項

　（定義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する

信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　49）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　49）

（一枚目）

（省略）

法第　　　　号
（省略）

法第　　　　号

（省略）

　　　　　　　　　　　　　　承認
青色申告の承認申請の　　　　通知書
　　　　　　　　　　　　　　却下

（省略）

　　　　　　　　　　　　　　承認
青色申告の承認申請の　　　　通知書
　　　　　　　　　　　　　　却下

（教示文削除）
規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長
　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます・

規
格

A
4

17．03改正 （法1303） 13．07 （法1303）

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等1二ついて

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て／法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます口

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国／代表者　法務大臣）となります・

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん口

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき口

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　49）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　49）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　49）

　　　　　　　　　　　　　　　承認

青色申告の承認申請の　　　　通知書
　　　　　　　　　　　　　　　却下

1　使用目的

　　　　　　　　　　　　　　承認
　　「青色申告の承認申請の　　　通知書」（法1303）は、青色申告の承認申請について承認（みなし承認の場合は除く。）
　　　　　　　　　　　　　　却下

又は却下の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

標題及び本文
青色申告の承認申請について、承認する場合は「却下」及び「不相当」の文字を抹消し、

却下する場合はr承認」及びr相当」の文字を抹消する。

「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者の表示 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属

国税局名を記入する。

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用する｝とに留
思する。）。

（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

教　　　　　　示 当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

（2）国税局の職貝の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

なお、承認する場合は、教示文を送付しない

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第6項（定義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

　よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　49）

　　　　　　　　　　　　　　　承認

青色申告の承認申請の　　　　通知書
　　　　　　　　　　　　　　　却下

1　使用目的

　　　　　　　　　　　　　　承認
　　「青色申告の承認申請の　　　通知書」（法1303）は、青色申告の承認申請について承認（みなし承認の場合は除く。）
　　　　　　　　　　　　　　却下

又は却下の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

標題及び本文
青色申告の承認申請について、承認する場合は「却下」及び「不相当」の文字を抹消し、

却下する場合はr承認」及びr相当」の文字を抹消する。

「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者の表示 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属

国税局名を記入する。

表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を抹消する

教　　　　　示

なお、承認する場合は、｝の欄を抹消する

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第6項（定義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

　よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　50）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　50）

（一枚目）

（省略）

法第　　　　号
（省略）

法第　　　　号

青色申告の承認の取消通知書 青色申告の承認の取消通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長
　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます・

規
格

A
4

17．03改正 （法1304） 13．07 （法1304）

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等1二ついて

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て／法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます口

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国／代表者　法務大臣）となります・

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん口

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき口

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　50）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　50）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　50）

青色申告の承認の取消通知書

1　使用目的

　　「青色申告の承認の取消通知書」（法1304）は、青色申告の承認の取消しの通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

本　　　　　　文
「第　　　号」の空白箇所には、法人税法第127条第1項各号に掲げる取消しの基因とな

った事実が2以上ある場合は、主な取消理由が該当する号数のみを記載する。

取消処分の基因

となった事実
青色申告を取り消すこととなった事実を具体的に記載する。

「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者の表示 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属

国税局名を記入する。

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用する｝とに留
思する。）。

（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記入する

教　　　　　　示
また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

（2）国税局の職貝の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　50）

青色申告の承認の取消通知書

1　使用目的

　　「青色申告の承認の取消通知書」（法1304）は、青色申告の承認の取消しの通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

本　　　　　　文
「第　　　号」の空白箇所には、法人税法第127条第1項各号に掲げる取消しの基因とな

った事実が2以上ある場合は、主な取消理由が該当する号数のみを記載する。

取消処分の基因

となった事実
青色申告を取り消すこととなった事実を具体的に記載する。

「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者の表示 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属

国税局名を記入する。

表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を抹消する

教　　　　　示

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　正　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　55）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　55）

（一枚目）

（省略）

法第　　　　号
（省略）

法第　　　　号

（省略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認
特定信託に係る青色申告の承認申請の　　　通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　却下

（省略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認
特定信託に係る青色申告の承認申請の却下通知書

（教示文削除）
規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

　　　　　税務署長
　　　　　　　　　に対して異議申立てをすることができます。
　　　　　国税局長

規
格

A
4

17．03改正 16．06

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に
　　　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます口

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国／代表者　法務大臣）となります・

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算してユ年を経過したときは、提起することができま
　せん口

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき口

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　55）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　55）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　55）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認
特定信託に係る青色申告の承認申請の　　　　通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　却下

1　使用目的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認　　「特定信託に係る青色申告の承認申請の　　　　通知書」は、特定信託に係る青色申告の承認申請について承認（みな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　却下

　し承認の場合は除く。）又は却下の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

標題及び本文 特定信託に係る青色申告の承認申請について、承認する場合は「不相当」及び「却下」の

文字を抹消し、却下する場合は「相当」及び「承認」の文字を抹消する。

また、承認・却下の対象とする特定信託の名称を記載する。

調査担当者の表示 「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

（1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属

国税局名を記入する。

教　　　　　　示 処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用する｝とに留意
する。）。

（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の納

税地を管轄する税務署名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

（2）国税局の職貝の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の納

税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

なお、承認する場合は、教示文を送付しない

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定義）に

規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務のう

　ち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正 目1』

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　55）

特定信託に係る青色申告の承認申請の
承認
　　　　通知書
却下

1　使用目的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認
　　「特定信託に係る青色申告の承認申請の　　　　通知書」は、特定信託に係る青色申告の承認申請について承認（みな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　却下

　し承認の場合は除く。）又は却下の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

標題及び本文 特定信託に係る青色申告の承認申請について、承認する場合は「不相当」及び「却下」の

文字を抹消し、却下する場合は「相当」及び「承認」の文字を抹消する。

また、承認・却下の対象とする特定信託の名称を記載する。

調査担当者の表示 「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

（1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属

国税局名を記入する。

教　　　　　　示 「税務署長　　　　　　の箇所については、国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である旨の

国税局長」

表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を抹消する

なお、承認する場合は、｝の欄を抹消する

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定義）に

規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務のう

　ち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　56）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　56）

（一枚目）

（省略）

法第　　　　号
（省略）

法第　　　　号

特定信託に係る青色申告の承認の取消通知書 特定信託に係る青色申告の承認の取消通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

　　　　　税務署長
　　　　　　　　　に対して異議申立てをすることができます。
　　　　　国税局長

規
格

A
4

17．03改正 16．06

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に
　　　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます口

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国／代表者　法務大臣）となります・

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算してユ年を経過したときは、提起することができま
　せん口

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき口

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　56）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　56）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　56）

特定信託に係る青色申告の承認の取消通知書

1　使用目的

　　「特定信託に係る青色申告の承認の取消通知書」は、特定信託に係る青色申告の承認の取消しを通知する場合に使

用する。

2　記載要領

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

本　　　　　　文 「第　　　　号」の空白箇所には、法人税法第127条第2項各号に掲げる取消しの基因とな

った事実が2以上ある場合は、主な取消理由が該当する号数のみを記載する。

取消処分の対象 取消対象となった特定信託を特定するため、その名称を記載する。

となった特定信託

の名称

取消処分の基因 特定信託に係る青色申告の承認を取り消すこととなった事実を具体的に記載する。

となった事実

調査担当者の表示 「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

（1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属

国税局名を記入する。

教　　　　　小
処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用する｝とに留

意する。）。

（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に
は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

（2）国税局の職貝の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に
は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書

便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　56）

特定信託に係る青色申告の承認の取消通知書

1　使用目的

　　「特定信託に係る青色申告の承認の取消通知書」は、特定信託に係る青色申告の承認の取消しを通知する場合に使

用する。

2　記載要領

項　　　　目

本　　　　　　文

取消処分の対象

となった特定信託

の名称

取消処分の基因

となった事実

調査担当者の表示

教　　　　　示

内　　　　　　　　　　　　　　容

　「第　　　　号」の空白箇所には、法人税法第127条第2項各号に掲げる取消しの基因とな

った事実が2以上ある場合は、主な取消理由が該当する号数のみを記載する。

取消対象となった特定信託を特定するため、その名称を記載する。

特定信託に係る青色申告の承認を取り消すこととなった事実を具体的に記載する。

　「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

（1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属

　国税局名を記入する。

「税務署長
　　　　　　の箇所については、国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である旨の

　国税局長」

表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を抹消する。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書

便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改 正 後 改 正 ⊥目1』

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 63） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 63）

（一枚目）

法第 目
万 法第 目

万

（省略） （省略）

棚卸資産の評価方法 棚卸資産の評価方法
有価証券の＿単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更申請の承認・却下通知書 有価証券の＿単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更申請の承認・却下通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規

税務署長国税局長に対して異議申立てをすることができます・
規

格 格

A A
4 4
） ）

17．03改正 （法1310） 15．07改正 （法1310）

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不月艮申立て等1二ついて

【不服申立てについて】

O この処分に不服があるときは、 この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に
税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○ 異議申立て／法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、 当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます口

O なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

O 審査請求について裁決があった場合において、 当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、 当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

O 取消訴訟の被告とすべき者は国／代表者 法務大臣）となります。

O 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん口

O 取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。
（1） 審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
（2） 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき口
（3） 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　63）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　63）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改 正 後 改 正
⊥
目
1
』

項 目 内 容 項 目 内 容

標題及び本文

　「棚卸資産の評価方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び有価証券の」単位当たりの帳簿価額の算出方法」の内容に応じて不要文字を抹消する。

標題及び本文

　「棚卸資産の評価方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び　有価証券の」単位当たりの帳簿価額の算出方法」の内容に応じて不要文字を抹消する。

（省 略） （省　略）

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用する｝とに留 「税務署長

意する。）。（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を抹消する

「…　2月以内に 税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記入する

また、r… （提出先は 国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

教 示 当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する 教 示

（2） 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に 国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

また、r… （提出先は 国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

なお、 申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 なお、 申請に係る事項の全部について承認する場合には、 この欄を抹消する。

3　送付に当たっての留意事項　　この通知書を変更申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。
3　送付に当たっての留意事項　　この通知書を変更申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　65） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　65）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請の承認、却下通知書 ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請の承認、却下通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規

税務署長　　　　　　⊥　　　｝国税局長に対して異議申止てをするLとができます・
規

格 格

A A
4 4
） ）

17．03改正 15．07改正

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不月艮申立て等1二ついて

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に
税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て／法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます口

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国／代表者　法務大臣）となります・

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん口

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき口

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　65）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　65）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　65）

　　　ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請の承認又は却下通知書

1　使用目的

　　「ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請の承認、却下通知書」は、法人税法施行令第121条の4《繰

延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等》又は施行令第155条の6《個別益金額及び個別損金額の計算における

届出等の規定の準用》の規定に基づく繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等又は施行令第121条の10《時価

ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等》又は施行令第155条の6《個別益金額及び個別損金額の計算における届

出等の規定の準用》の規定に基づく時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請について、承認又は

却下の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目

標題及び本文

申請の対象が

連結子法人の場合

調査担当者

教　　　　　　示

内　　　　　　　　　　　　　　容

　「承認、却下」及び「承認又は却下」の箇所については、申請に係る事項について承認す

る場合には「、却下」及び「又は却下」の字句を抹消し、申請に係る事項について却下す

る場合には「承認、」及び「承認又は」の字句を抹消する。

対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。

　「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

（1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

　　属国税局名を記入する。

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。

（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。

（2）国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第6項（定義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

　よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　65）

　　　ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請の承認又は却下通知書

1　使用目的

　　「ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請の承認、却下通知書」は、法人税法施行令第121条の4《繰

延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等》又は施行令第155条の6《個別益金額及び個別損金額の計算における

届出等の規定の準用》の規定に基づく繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等又は施行令第121条の10《時価

ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等》又は施行令第155条の6《個別益金額及び個別損金額の計算における届

出等の規定の準用》の規定に基づく時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請について、承認又は

却下の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「承認、却下」及び「承認又は却下」の箇所については、申請に係る事項について承認す

標題及び本文 る場合には「、却下」及び「又は却下」の字句を抹消し、申請に係る事項について却下す

る場合には「承認、」及び「承認又は」の字句を抹消する。

申請の対象が
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。

連結子法人の場合

「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。

「税務署長

の箇所については、国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である旨の
国税局長」

表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を抹消する

教　　　　　示

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、この欄を抹消する。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第6項（定義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

　よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　68）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　68）

（一枚目）

（省略）

法第　　　　号
（省略）

法第　　　　号

特別な償却方法の承認通知書 特別な償却方法の承認通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税局長に対して異議申立てをすることができます。

規
格

A
4

17．03改正 16．06

（二枚目）

不服申立て等について
（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　68）

特別な償却方法の承認通知書

1　使用目的

　　「特別な償却方法の承認通知書」は、減価償却資産の特別な償却方法の承認申請について、承認の通知をする場合

に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「全部又は」部」の箇所については、申請に係る資産の全部について承認する場合は「又

は」部」の字句を、申請に係る資産の」部について承認する場合には「全部又は」の字句

を二重線で抹消する。
本　　　　　　文

「平成年月目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その承認をした

目を記入する。

なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。

申請の対象が 対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する。

「この通知に係る処分は、　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所

調査担当者
には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

教　　　　　示 また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　68）

特別な償却方法の承認通知書

1　使用目的

　　「特別な償却方法の承認通知書」は、減価償却資産の特別な償却方法の承認申請について、承認の通知をする場合

に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「全部又は」部」の箇所については、申請に係る資産の全部について承認する場合は「又

は」部」の字句を、申請に係る資産の」部について承認する場合には「全部又は」の字句

を二重線で抹消する。
本　　　　　　文

「平成年月目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その承認をした

目を記入する。

なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。

申請の対象が 対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する。

「この通知に係る処分は、　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所

調査担当者
には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…2月以内に　　国税局長に対して…」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄す

る税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

教　　　　　示

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、｝の欄を」重線で抹消する

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　正　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　69）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　69）

（一枚目）

（省略）

法第　　　　号
（省略）

法第　　　　号

特別な償却方法の承認申請の却下通知書 特別な償却方法の承認申請の却下通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税局長に対して異議申立てをすることができます。

規
格

A
4

17．03改正 16．06

（二枚目）

不服申立て等1二ついて
（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます口

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　69）

特別な償却方法の承認申請の却下通知書

1　使用目的

　　「特別な償却方法の承認申請の却下通知書」は、減価償却資産の特別な償却方法の承認申請について、却下の通知

をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

申請法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第155条の6」の箇所を二重線で
本　　　　　　文

抹消する。

申請の対象が 対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する。

「この通知に係る処分は、　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所

調査担当者
には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する
教　　　　　示

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　69）

特別な償却方法の承認申請の却下通知書

1　使用目的

　　「特別な償却方法の承認申請の却下通知書」は、減価償却資産の特別な償却方法の承認申請について、却下の通知

をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

申請法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第155条の6」の箇所を二重線で
本　　　　　　文

抹消する。

申請の対象が 対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する。

「この通知に係る処分は、　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所

調査担当者
には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…2月以内に　　　国税局長に対して…」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄

する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する
教　　　　　示

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　正　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　70）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　70）

（一枚目）

（省略）

法第　　　　号
（省略）

法第　　　　号

特別な償却方法の承認の取消通知書 特別な償却方法の承認の取消通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税局長に対して異議申立てをすることができます。

規
格

A
4

17．03改正 16．06

（二枚目）

不服申立て等について
（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　70）

特別な償却方法の承認の取消通知書

1　使用目的

　　「特別な償却方法の承認の取消通知書」は、減価償却資産の特別な償却方法の承認について、その承認の取消しの

通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目

本　　　　　　文

取消しの対象が

連結子法人の場合

調査担当者

教　　　　　　示

内　　　　　　　　　　　　　　容

　取消しに係る減価償却資産を有する法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第

155条の6」の箇所を二重線で抹消する。

　「全部又は」部」の箇所については、承認に係る減価償却資産の全部について取消しを

する場合には「又は」部」の字句を、承認に係る減価償却資産の」部について取消しをす

る場合には「全部又は」の字句を二重線で抹消する。

　「平成年月目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その取消しをし

た目を記入する。

　なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。

　対象法人名は、取消しに係る減価償却資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その

連結子法人の法人名を記入する。

　「この通知に係る処分は、　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　70）

特別な償却方法の承認の取消通知書

1　使用目的

　　「特別な償却方法の承認の取消通知書」は、減価償却資産の特別な償却方法の承認について、その承認の取消しの

通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目

本　　　　　　文

取消しの対象が

連結子法人の場合

調査担当者

教　　　　　　示

内　　　　　　　　　　　　　　容

　取消しに係る減価償却資産を有する法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第

155条の6」の箇所を二重線で抹消する。

　「全部又は」部」の箇所については、承認に係る減価償却資産の全部について取消しを

する場合には「又は」部」の字句を、承認に係る減価償却資産の」部について取消しをす

る場合には「全部又は」の字句を二重線で抹消する。

　「平成年月目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その取消しをし

た目を記入する。

　なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。

　対象法人名は、取消しに係る減価償却資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その

連結子法人の法人名を記入する。

　「この通知に係る処分は、　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…2月以内に　　国税局長に対して…」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄する

税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　73） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　73）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

特別な償却率の認定通知書 特別な償却率の認定通知書
（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規

国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は　国税不服審判
規

格 格

A 所長首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。 A
4 4
） ）

17．03改正 16．06

（二枚目）

不月艮申立て等について （追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、
国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます口

○　異議申立て（法定の異議申立期問経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります口

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき
又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき口

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ず

る著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経な

いことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　73）

特別な償却率の認定通知書

1　使用目的

　　「特別な償却率の認定通知書」は、特別な償却率の認定申請について、その認定の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「平成年月目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その認定をし

本　　　　　　文 た目を記入する。

なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。

申請の対象が 対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する。

付　記　事　項
「　国税局長」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所

轄する国税局名を記入する。

調査担当者
「この通知に係る処分は、　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

教　　　　　示 また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　73）

特別な償却率の認定通知書

1　使用目的

　　「特別な償却率の認定通知書」は、特別な償却率の認定申請について、その認定の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「平成年月目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その認定をし

本　　　　　　文 た目を記入する。

なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。

申請の対象が 対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する。

付　記　事　項
「　国税局長」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所

轄する国税局名を記入する。

調査担当者
「この通知に係る処分は、　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…2月以内に　　国税局長に対して…」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄す

る税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入するとともに、「…（提出先は　　国税不服

教　　　　　示 審判所長首席国税審判官）…」の空白箇所には、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不

服審判所名を記入する。

なお、申請に係る事項の全部について認定する場合には、この欄を二重線で抹消する。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　74） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　74）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

特別な償却率の変更通知書 特別な償却率の変更通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （
規

国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は　国税不服審判
規

格 格

A 所長首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。 A
4 4
） ）

17．03改正 16．06

（二枚目）

不月艮申立て等について （追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、
国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます口

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん口

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき口

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ず

る著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経な

いことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　74）

特別な償却率の変更通知書

1　使用目的

　　「特別な償却率の変更通知書」は、特別な償却率の認定について、その変更の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

変更に係る減価償却資産を有する法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第

155条の6」の箇所を二重線で抹消する。

「平成年月目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その変更をし
本　　　　　　文

た目を記入する。

なお、連結事業年度に該当しない事業年度の場合は、「（連結）事業年度」の括弧書を二

重線で抹消する。

変更の対象が 対象法人名は、変更に係る減価償却資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連

連結子法人の場合 結子法人の法人名を記入する。

調査担当者
「この通知に係る処分は、　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所に

は、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する
教　　　　　示

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　74）

特別な償却率の変更通知書

1　使用目的

　　「特別な償却率の変更通知書」は、特別な償却率の認定について、その変更の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

変更に係る減価償却資産を有する法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第

155条の6」の箇所を二重線で抹消する。

「平成年月目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その変更をし
本　　　　　　文

た目を記入する。

なお、連結事業年度に該当しない事業年度の場合は、「（連結）事業年度」の括弧書を二

重線で抹消する。

変更の対象が 対象法人名は、変更に係る減価償却資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連

連結子法人の場合 結子法人の法人名を記入する。

調査担当者
「この通知に係る処分は、　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所に

は、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…2月以内に　　国税局長に対して…」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄す

る税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入するとともに、「…（提出先は　　国税不服
教　　　　　示

審判所長首席国税審判官）…」の空白箇所には、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不

服審判所名を記入する。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　76） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　76）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

減価償却資産の償却方法の変更申請の承認、却下通知書 減価償却資産の償却方法の変更申請の承認、却下通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規 規
格 格

A A
4 4
） ）

17．03改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法1314） 15．07改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法1314）

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不月艮申立て等1二ついて

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に
税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て／法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます口

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国／代表者　法務大臣）となります・

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん口

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき口

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　76）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　76）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改 正 後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　76）

減価償却資産の償却方法の変更申請の承認、却下通知書

1　使用目的

　　「減価償却資産の償却方法の変更申請の承認、却下通知書」

について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

法1314）は、減価償却資産の償却方法の変更承認申請

項　　　目

本 文

申請の対象が
連結子法人の場合

調査担当者

教 示

内 容

　「承認又は却下」の箇所については、申請に係る事項の全部について承認する場合には

「又は却下」の文字を、申請に係る事項の全部について却下する場合には「承認又は」の

文字を抹消する。

対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。

　「この通知に係る処分は、　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

（1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の

　　所属国税局名を記入する。

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。

（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に 税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。

また、r… （提出先は 国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。

（2）国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に 国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。

また、r… （提出先は 国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第6項（定義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　76）

減価償却資産の償却方法の変更申請の承認、却下通知書

1　使用目的

　　「減価償却資産の償却方法の変更申請の承認、却下通知書」

について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

法1314）は、減価償却資産の償却方法の変更承認申請

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「承認又は却下」の箇所については、申請に係る事項の全部について承認する場合には

本　　　　　　文 「又は却下」の文字を、申請に係る事項の全部について却下する場合には「承認又は」の

文字を抹消する。

申請の対象が
連結子法人の場合

対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。

「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の

所属国税局名を記入する。

「税務署長　　　　　の箇所については　国税局の職員の調査に基ついて行われた処分である旨の

国税局長」

表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を抹消する

教　　　　　示

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、この欄を抹消する。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第6項（定義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　78） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　78）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

耐用年数の短縮の承認通知書 耐用年数の短縮の承認通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規

国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は　国税不服審判所
規

格 格

A 長首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。 A
4 4
） ）

17．03改正 16．06

（二枚目）

不月艮申立て等について （追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、
国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます口

○　異議申立て（法定の異議申立期問経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります口

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき
又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき口

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ず

る著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経な

いことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　78）

耐用年数の短縮の承認通知書

1　使用目的

　　「耐用年数の短縮の承認通知書」は、耐用年数の短縮の承認申請について、承認の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「全部又は」部」の箇所については、申請に係る資産の全部について承認する場合は「又

は」部」の字句を、申請に係る資産の」部について承認する場合には「全部又は」の字句

標題及び本文
を二重線で抹消する。

「平成年月目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その承認をし

た目を記入する。

なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する

申請の対象が 対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する

付記事項1
「　国税局長」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所

轄する国税局名を記入する。

「取得した場合は、　　　「ができます。　　　　　　　　　　　　　　及び　　　　　　　の箇所については、承認に係る減取得した場合であっても、」　　　はできません。」

価償却資産が、法人税法施行規則第16条第2号《特掲されていない設備の耐用年数の短縮》

に掲げる事由又はこれに準ずる事由に該当するものである場合には「取得した場合であっ

付記事項2 ても、」及び「はできません。」の字句を抹消し、その他の場合には「取得した場合は、」及

び「はできます。」の字句を抹消する。

【参考】法人税基本通達7－3－22（耐用年数短縮の承認があった後に取得した資産の耐用

年数）

調査担当者
「この通知に係る処分は、　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

教　　　　　示 また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　78）

耐用年数の短縮の承認通知書

1　使用目的

　　「耐用年数の短縮の承認通知書」は、耐用年数の短縮の承認申請について、承認の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「全部又は」部」の箇所については、申請に係る資産の全部について承認する場合は「又

は」部」の字句を、申請に係る資産の」部について承認する場合には「全部又は」の字句

標題及び本文
を二重線で抹消する。

「平成年月目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その承認をし

た目を記入する。

なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する

申請の対象が 対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する

付記事項1
「　国税局長」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所

轄する国税局名を記入する。

「取得した場合は、　　　「ができます。　　　　　　　　　　　　　　及び　　　　　　　の箇所については、承認に係る減取得した場合であっても、」　　　はできません。」

価償却資産が、法人税法施行規則第16条第2号《特掲されていない設備の耐用年数の短縮》

に掲げる事由又はこれに準ずる事由に該当するものである場合には「取得した場合であっ

付記事項2 ても、」及び「はできません。」の字句を抹消し、その他の場合には「取得した場合は、」及

び「はできます。」の字句を抹消する。

【参考】法人税基本通達7－3－22（耐用年数短縮の承認があった後に取得した資産の耐用

年数）

調査担当者
「この通知に係る処分は、　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…2月以内に　　国税局長に対して…」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄す

る税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入するとともに、「…（提出先は　　国税不服

教　　　　　示 審判所長首席国税審判官）…」の空白箇所には、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不

服審判所名を記入する。

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、この欄を二重線で抹消する。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　79） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　79）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

耐用年数の短縮の承認申請の却下通知書 耐用年数の短縮の承認申請の却下通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規

国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は　　国税不服審
規

格 格

A 判所長首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。 A
4 4
） ）

17．03改正 16．06

（二枚目）

不月艮申立て等について （追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、
国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます口

○　異議申立て（法定の異議申立期問経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります口

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき
又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき口

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ず

る著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経な

いことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　79）

耐用年数の短縮の承認申請の却下通知書

1　使用目的

　　「耐用年数の短縮の承認申請の却下通知書」は、耐用年数の短縮の承認申請について、却下の通知をする場合に使

用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

申請法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第155条の6」の箇所を二重線で
本　　　　　　文

抹消する。

申請の対象が 対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する。

調査担当者
「この通知に係る処分は、　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

教　　　　　示
納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　79）

耐用年数の短縮の承認申請の却下通知書

1　使用目的

　　「耐用年数の短縮の承認申請の却下通知書」は、耐用年数の短縮の承認申請について、却下の通知をする場合に使

用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

本　　　　　　文

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人の法人名を記入する。

調査担当者
　「この通知に係る処分は、　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…2月以内に　　国税局長に対して…」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄す

る税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入するとともに、「…（提出先は　　国税不服
教　　　　　示

審判所長首席国税審判官）…」の空白箇所には、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不

服審判所名を記入する。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　80） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　80）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

耐用年数の短縮の承認の取消（変更）通知書 耐用年数の短縮の承認の取消（変更）通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規

国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は　　国税不服
規

格 格

A 審判所長首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。 A
4 4
） ）

17．03改正 16．06

（二枚目）

不月艮申立て等について （追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、
国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます口

○　異議申立て（法定の異議申立期問経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります口

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき
又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき口

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ず

る著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経な

いことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　80）

耐用年数の短縮の承認の取消（変更）通知書

1　使用目的

　　「耐用年数の短縮の承認の取消（変更）通知書」は、耐用年数の短縮の承認について、その承認の取消し又は変更

の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目

標題及び本文

「取消し（変更）の対

象が連結子法人の場

合」～「取消し（変

更）の基因となった

事由」

調査担当者

教　　　　　　示

内　　　　　　　　　　　　　　容

　「取消（変更）」、「取り消（変更）」及び「取消し（変更）」の箇所は、その処分の内容に

応じ不要な部分を二重線で抹消する。

　取消し又は変更に係る減価償却資産を有する法人が連結法人に該当しない場合には、「及

び同令第155条の6」の箇所を二重線で抹消する。

　「全部又は」部」の箇所については、承認に係る資産の全部について取消し又は変更を

する場合には「又は」部」の字句を、承認に係る資産の」部について取消し又は変更をす

る場合は「全部又は」の字句を二重線で抹消する。

　「平成年月目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その取消し又

は変更をした目を記入する。

　なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。

　「取消し（変更）」の箇所は、その処分の内容に応じ不要な部分を二重線で抹消する。

　対象法人名は、取消し又は変更に係る減価償却資産を有する法人が連結子法人の場合の

み　その連結子法人の法人名を記入する。

　「この通知に係る処分は、　　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇

所には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　80）

耐用年数の短縮の承認の取消（変更）通知書

1　使用目的

　　「耐用年数の短縮の承認の取消（変更）通知書」は、耐用年数の短縮の承認について、その承認の取消し又は変更

の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「取消（変更）」、「取り消（変更）」及び「取消し（変更）」の箇所は、その処分の内容に

応じ不要な部分を二重線で抹消する。

取消し又は変更に係る減価償却資産を有する法人が連結法人に該当しない場合には、「及

び同令第155条の6」の箇所を二重線で抹消する。

「全部又は」部」の箇所については、承認に係る資産の全部について取消し又は変更を

標題及び本文
する場合には「又は」部」の字句を、承認に係る資産の」部について取消し又は変更をす

る場合は「全部又は」の字句を二重線で抹消する。

「平成年月目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その取消し又

は変更をした目を記入する。

なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。

「取消し（変更）の対

象が連結子法人の場
「取消し（変更）」の箇所は、その処分の内容に応じ不要な部分を二重線で抹消する。

合」～「取消し（変 対象法人名は、取消し又は変更に係る減価償却資産を有する法人が連結子法人の場合の

更）の基因となった み、その連結子法人の法人名を記入する。
事由」

調査担当者
「この通知に係る処分は、　　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇

所には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…2月以内に　　国税局長に対して…」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄す

る税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入するとともに、「…（提出先は　　国税不服
教　　　　　示

審判所長首席国税審判官）…」の空白箇所には、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不

服審判所名を記入する。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　84） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　84）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

陳腐化資産の償却限度額の特例の承認通知書 陳腐化資産の償却限度額の特例の承認通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規

国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は　　国税不服審
規

格 格

A 判所長首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。 A
4 4
） ）

17．03改正 16．06

（二枚目）

不月艮申立て等について （追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、
国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます口

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん口

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき口

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ず

る著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経な

いことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　84）

陳腐化資産の償却限度額の特例の承認通知書

1　使用目的

　　「陳腐化資産の償却限度額の特例の承認通知書」は、陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請について、承認の

通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「全部又は」部」の箇所については、申請に係る資産の全部について承認する場合には

「又は」部」の字句を、申請に係る資産の」部について承認する場合には「全部」の字句

を二重線で抹消する。
本　　　　　　文

「平成年月目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その承認をし

た目を記入する。

なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。

申請の対象が 対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する。

付　記　事　項
「　国税局長」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所

轄する国税局名を記入する。

調査担当者
「この通知に係る処分は、　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

教　　　　　示 また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　84）

陳腐化資産の償却限度額の特例の承認通知書

1　使用目的

　　「陳腐化資産の償却限度額の特例の承認通知書」は、陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請について、承認の

通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「全部又は」部」の箇所については、申請に係る資産の全部について承認する場合には

「又は」部」の字句を、申請に係る資産の」部について承認する場合には「全部」の字句

を二重線で抹消する。
本　　　　　　文

「平成年月目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その承認をし

た目を記入する。

なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。

申請の対象が 対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する。

付　記　事　項
「　国税局長」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所

轄する国税局名を記入する。

調査担当者
「この通知に係る処分は、　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…2月以内に　　国税局長に対して…」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄す

る税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入するとともに、「…（提出先は　　国税不服

教　　　　　示 審判所長首席国税審判官）…」の空白箇所には、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不

服審判所名を記入する。

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、この欄を二重線で抹消する。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　85） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　85）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

陳腐化資産の償却限度額の特例の 陳腐化資産の償却限度額の特例の

承認申請の却下通知書 承認申請の却下通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規

国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は　　国税不服審
規

格 格

A 判所長首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。 A
4 4
） ）

17．03改正 16．06

（二枚目）

不月艮申立て等について （追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、
国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます口

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん口

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき口

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ず

る著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経な

いことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　85）

陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請の却下通知書

1　使用目的

　　「陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請の却下通知書」

て　その却下の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

は、陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請につい

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

申請法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第155条の6」の箇所を二重線で
本　　　　　　文

抹消する。

申請の対象が 対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する。

調査担当者
「この通知に係る処分は、　　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇

所には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する
教　　　　　示

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　85）

陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請の却下通知書

1　使用目的

　　「陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請の却下通知書」

て　その却下の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

は、陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請につい

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

本　　　　　　文

申請の対象が連結子法人の場合
　対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人の法人名を記入する。

調査担当者
　「この通知に係る処分は、　　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…2月以内に　　国税局長に対して…」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄す

る税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入するとともに、「…（提出先は　　国税不服

教　　　　　示
審判所長首席国税審判官）…」の空白箇所には、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不

服審判所名を記入する。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　正　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　88）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　88）

（一枚目）

（省略）

法第　　　　号
（省略）

法第　　　　号

堅ろう建物等の残存使用可能期間の認定通知書 堅ろう建物等の残存使用可能期間の認定通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税局長に対して異議申立てをすることができます。

規
格

A
4

17．03改正 （法1323） 16．06 （法1323）

（二枚目）

不服申立て等について
（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　88）

堅ろう建物等の残存使用可能期間の認定通知書

1　使用目的

　　「堅ろう建物等の残存使用可能期問の認定通知書」（法1323）は、償却可能限度額に達した減価償却資産の償却の基

礎となる期問の認定申請（堅ろう建物等の残存使用可能期問の認定申請）について、その認定の通知をする場合に使

用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「白　平成　　年　　月　　目
の空白箇所には、堅ろう建物等の残存使用可能期問の

至　平成　　年　　月　　目」

本　　　　　　文 認定決議書の「承認した残存使用可能期問により償却限度額の計算を行う最初の（連結）

事業年度」を記入する。

なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。

申請の対象が 対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する。

調査担当者
「この通知に係る処分は、　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所に

は、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

教　　　　　示 また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　88）

堅ろう建物等の残存使用可能期間の認定通知書

1　使用目的

　　「堅ろう建物等の残存使用可能期問の認定通知書」（法1323）は、償却可能限度額に達した減価償却資産の償却の基

礎となる期問の認定申請（堅ろう建物等の残存使用可能期問の認定申請）について、その認定の通知をする場合に使

用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「白　平成　　年　　月　　目
の空白箇所には、堅ろう建物等の残存使用可能期問の

至　平成　　年　　月　　目」

本　　　　　　文 認定決議書の「承認した残存使用可能期問により償却限度額の計算を行う最初の（連結）

事業年度」を記入する。

なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。

申請の対象が 対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する。

調査担当者
「この通知に係る処分は、　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所に

は、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…2月以内に　　国税局長に対して…」の空白箇所には、その法人の納税地を所轄す

る税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

教　　　　　示

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、この欄を二重線で抹消する。

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　正　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　89）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　89）

（一枚目）

（省略）

法第　　　　号
（省略）

法第　　　　号

堅ろう建物等の残存使用可能期間の変更通知書 堅ろう建物等の残存使用可能期間の変更通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税局長に対して異議申立てをすることができます。

規
格

A
4

17．03改正 16．06

（二枚目）

不服申立て等について
（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　89）

堅ろう建物等の残存使用可能期間の変更通知書

1　使用目的

　　「堅ろう建物等の残存使用可能期問の変更通知書」は、堅ろう建物等の残存使用可能期問の認定について、その認

定した残存使用期問の変更の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目

本　　　　　　文

変更の対象が
連結子法人の場合

調査担当者

教　　　　　　示

内　　　　　　　　　　　　　　容

　変更に係る減価償却資産を有する法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第

155条の6」の箇所を二重線で抹消する。

　「全部又は」部」の箇所については、認定に係る資産の全部について変更をする場合に

は「又は」部」の字句を、認定に係る資産の」部について変更をする場合には「全部又は」

の字句を二重線で抹消する。

　「平成年月目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その変更をし

た目を記入する。

　なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。

　対象法人名は、変更に係る減価償却資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連

結子法人の法人名を記入する。

　「この通知に係る処分は、　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　89）

堅ろう建物等の残存使用可能期間の変更通知書

1　使用目的

　　「堅ろう建物等の残存使用可能期問の変更通知書」は、堅ろう建物等の残存使用可能期問の認定について、その認

定した残存使用期問の変更の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目

本　　　　　　文

変更の対象が
連結子法人の場合

調査担当者

教　　　　　　示

内　　　　　　　　　　　　　　容

　変更に係る減価償却資産を有する法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第

155条の6」の箇所を二重線で抹消する。

　「全部又は」部」の箇所については、認定に係る資産の全部について変更をする場合に

は「又は」部」の字句を、認定に係る資産の」部について変更をする場合には「全部又は」

の字句を二重線で抹消する。

　「平成年月目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その変更をし

た目を記入する。

　なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。

　対象法人名は、変更に係る減価償却資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連

結子法人の法人名を記入する。

　「この通知に係る処分は、　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…2月以内に　　国税局長に対して…」の空白箇所には、その法人の納税地を所轄す

る税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。

3　送付に当たっての留忌事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　92） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　92）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の認定通知書 採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の認定通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （
規 規

格 国税局長に対して異議申立てをすることができます。 格

A A
4 4
） ）

17．03改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1327） 16．06改正 （1327）

（二枚目）

不服申立て等について
（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　92）

　　　　　　　　採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の認定通知書

1　使用目的

　　「採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の変更通知書」（法1327）は、鉱業権（試掘権を除く。）及び坑道の

耐用年数の認定について、その認定の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「白平成　　年　　月　　目　　　　　　　　　　　　　　の空白箇所には、採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐

本　　　　　文 至平成　　年　　月　　目」

用年数の認定決議書の「適用を受ける最初の（連結）事業年度」を記入する。

「鉱区等の名称」

～「認定した 認定の対象となった資産が2以上であるときは、それぞれについて記載する。

年数（年）」

申請の対象が 対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する。

調査担当者
「この通知に係る処分は、　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所に

は、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

教　　　　　示 また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　92）

　　　　　　　　採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の認定通知書

1　使用目的

　　「採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の変更通知書」（法1327）は、鉱業権（試掘権を除く。）及び坑道の

耐用年数の認定について、その認定の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「白平成　　年　　月　　目　　　　　　　　　　　　　　の空白箇所には、採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐

本　　　　　文 至平成　　年　　月　　目」

用年数の認定決議書の「適用を受ける最初の（連結）事業年度」を記入する。

「鉱区等の名称」

～「認定した 認定の対象となった資産が2以上であるときは、それぞれについて記載する。

年数（年）」

申請の対象が 対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する。

調査担当者
「この通知に係る処分は、　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所に

は、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…2月以内に　　国税局長に対して…」の空白箇所には、その法人の納税地を所轄する

税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

教　　　　　示

なお、申請に係る事項の全部について認定する場合には、この欄を二重線で抹消する。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　93）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　93）

（一枚目）

（省略）

法第　　　　号
（省略）

法第　　　　号

採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の変更通知書 採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の変更通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税局長に対して異議申立てをすることができます。

規
格

A
4

17．03改正 16．06

（二枚目）

不服申立て等について
（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　93）

　　　　　　　　採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の変更通知書

1　使用目的

　　「採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の変更通知書」は、鉱業権（試掘権を除く。）及び坑道の耐用年数の

認定について、その変更の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「全部又は」部」の箇所については、認定に係る資産の全部について変更をする場合に

は「又は」部」の字句を、認定に係る資産の」部について変更をする場合には「全部又は」

の字句を二重線で抹消する。
本　　　　　　文

「平成年月目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その変更をし

た目を記入する。

なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。

変更の対象が 対象法人名は、変更に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する。

調査担当者
「この通知に係る処分は、　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所に

は、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する
教　　　　　示

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　93）

　　　　　　　　採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の変更通知書

1　使用目的

　　「採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の変更通知書」は、鉱業権（試掘権を除く。）及び坑道の耐用年数の

認定について、その変更の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「全部又は」部」の箇所については、認定に係る資産の全部について変更をする場合に

は「又は」部」の字句を、認定に係る資産の」部について変更をする場合には「全部又は」

の字句を二重線で抹消する。
本　　　　　　文

「平成年月目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その変更をし

た目を記入する。

なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。

変更の対象が 対象法人名は、変更に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する。

調査担当者
「この通知に係る処分は、　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所に

は、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…2月以内に　　国税局に対して…」の空白箇所には、その法人の納税地を所轄する税

務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する
教　　　　　　示

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　96） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　96）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

外貨建資産等の期末換算方法等の変更申請の承認、却下通知書 外貨建資産等の期末換算方法等の変更申請の承認、却下通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規 規
格 格

A A
4 4
） ）

17．03改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法1355） 15．07改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法1355）

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に
税務署長に対して異議申立てをすることができます・

○　異議申立て／法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます口

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります・

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき口

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　96）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　96）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　96）

　　　　　外貨建資産等の期末換算方法等の変更申請の承認又は却下通知書
1　使用目的

　　「外貨建資産等の期末換算方法等の変更申請の承認、却下通知書」（法1355）は、法人税法施行令第122条の6《外

貨建資産等の期末換算の方法の変更手続》及び施行令第155条の6《個別益金額及び個別損金額の計算における届出

等の規定の準用》、又は施行令第122条の11《為替予約差額の」括計上の方法の変更の手続》及び施行令第155条の

　6《個別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定の準用》の規定に基づく外貨建資産等の期末換算方法等

の変更申請について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　　目

標題及び本文

内　　　　　　　　　　　　　　　容

　「承認、却下」及び「承認又は却下」の箇所については、申請に係る事項の全部につい

て承認する場合には「、却下」及び「又は却下」の字句を抹消し、申請に係る事項の全部

について却下する場合には「承認、」及び「承認又は」の字句を抹消する。

（省　略）

教　　　　　　　示

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用すること

に留意する。）。

（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法

人の納税地を管轄する税務署名を記入する。

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。

（2）国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法

人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。

　（注）為替予約差額の」括計上の方法の変更申請の場合には、「外貨建資産等の区分」欄の記載は要しない。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書を変更申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第6項（定義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　96）

　　　　　外貨建資産等の期末換算方法等の変更申請の承認又は却下通知書
1　使用目的

　　「外貨建資産等の期末換算方法等の変更申請の承認、却下通知書」（法1355）は、法人税法施行令第122条の6《外

貨建資産等の期末換算の方法の変更手続》及び施行令第155条の6《個別益金額及び個別損金額の計算における届出

等の規定の準用》、又は施行令第122条の11《為替予約差額の」括計上の方法の変更の手続》及び施行令第155条の

　6《個別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定の準用》の規定に基づく外貨建資産等の期末換算方法等

の変更申請について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目

標題及び本文

内　　　　　　　　　　　　　　　容

　「承認、却下」及び「承認又は却下」の箇所については、申請に係る事項の全部につい

て承認する場合には「、却下」及び「又は却下」の字句を抹消し、申請に係る事項の全部

について却下する場合には「承認、」及び「承認又は」の字句を抹消する。

（省　略）

「税務署長

の箇所については、国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である旨の
国税局長」

表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を抹消する。

教 示

なお、 申請に係る事項の全部について承認する場合は、 この欄を抹消する。

　（注）為替予約差額の」括計上の方法の変更申請の場合には、「外貨建資産等の区分」欄の記載は要しない。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書を変更申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第6項（定義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　103） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　103）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

特別修繕費の金額等の認定通知書 特別修繕費の金額等の認定通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規 規
格 国税局長に対して異議申立てをすることができます。 格

A A
4 4
） ）

17．03改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1330） 16．06改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1330）

（二枚目）

不服申立て等について
（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　103）

　　　　　　　　　　　　　　　　特別修繕費の金額等の認定通知書

1　使用目的

　　「特別修繕費の金額等の認定通知書」（法1330）は、特別修繕準備金に関する特別修繕費の金額等の認定申請につい

て　その認定の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内 容

「修繕費の金額
の箇所については、 申請に係る資産が、船舶、球形ガスホルダー及び

期 問」

貯油槽の場合は、 r期問」の字句を二重線で抹消する。

本 文 r平成 年　　月 目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その認定をし

た目を記入する。

なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。

申請の対象が 対象法人名は、 申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する。

認定の対象となった資産が2以上であるときは、そのそれぞれについて記入する。した
資　産　の　種　類

がって、船舶については個々の船ごとに、その他の資産については1基ごとに、例えば、
又　　は　　名　　称

第」大洋丸、第二大洋丸のように記入する。

金額又は月数 申請に係る資産が、船舶、球形ガスホルダー及び貯油槽の場合は、「金額又は月数」の箇

所について「又は月数」の字句を二重線で抹消するとともに、「期問」の欄をすべて抹消す

期 問 る。

「この通知に係る処分は、 国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所
調　査　担　当　者

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…　2月以内に 国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。

教 示 また、r… （提出先は 国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。

なお、 申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　103）

　　　　　　　　　　　　　　　　特別修繕費の金額等の認定通知書

1　使用目的

　　「特別修繕費の金額等の認定通知書」（法1330）は、特別修繕準備金に関する特別修繕費の金額等の認定申請につい

て　その認定の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内 容

「修繕費の金額
の箇所については、 申請に係る資産が、船舶、球形ガスホルダー及び

期 問」

貯油槽の場合は、 r期問」の字句を二重線で抹消する。

本 文 r平成 年 月 目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その認定をし

た目を記入する。

なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。

申請の対象が 対象法人名は、 申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する。

認定の対象となった資産が2以上であるときは、そのそれぞれについて記入する。した
資　産　の　種　類

がって、船舶については個々の船ごとに、その他の資産については1基ごとに、例えば、
又　　は　　名　　称

第」大洋丸、第二大洋丸のように記入する。

金額又は月数 申請に係る資産が、船舶、球形ガスホルダー及び貯油槽の場合は、「金額又は月数」の箇

所について「又は月数」の字句を二重線で抹消するとともに、「期問」の欄をすべて抹消す

期 問 る。

「この通知に係る処分は、 国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所
調　査　担　当　者

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…2月以内に 国税局長に対して…」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄する

税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。

教 示

なお、 申請に係る事項の全部について承認する場合には、 この欄を二重線で抹消する。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　104）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　104）

（一枚目）

（省略）

法第　　　　号
（省略）

法第　　　　号

特別修繕費の金額等の変更通知書 特別修繕費の金額等の変更通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税局長に対して異議申立てをすることができます。

規
格

A
4

17．03改正 16．06

（二枚目）

不服申立て等について
（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　104）

　　　　　　　　　　　　　　　　特別修繕費の金額等の変更通知書

1　使用目的

　　「特別修繕費の金額等の変更通知書」は、特別修繕準備金に関する特別修繕費の金額等の認定について、その変更

の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「修繕費の金額

の箇所については、変更に係る資産が、船舶、球形ガスホルダー及び
期　　　　問」

貯油槽の場合は、「期問」の字句を二重線で抹消する。

本　　　　　　文
「平成年月目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その変更をし

た目を記入する。

なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。

変更の対象が 対象法人名は、変更に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する。

変更後の金額 変更に係る資産が、船舶、球形ガスホルダー及び貯油槽の場合は、「変更後の金額又は月

又　は　月　数 数」の箇所について「又は月数」の字句を二重線で抹消するとともに、「期問」の欄をすべ

期　　　　　　問 て抹消する。

「この通知に係る処分は、　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所

調査担当者
には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する
教　　　　　示

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　104）

　　　　　　　　　　　　　　　　特別修繕費の金額等の変更通知書

1　使用目的

　　「特別修繕費の金額等の変更通知書」は、特別修繕準備金に関する特別修繕費の金額等の認定について、その変更

の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「修繕費の金額

の箇所については、変更に係る資産が、船舶、球形ガスホルダー及び
期　　　　問」

貯油槽の場合は、「期問」の字句を二重線で抹消する。

本　　　　　　文
「平成年月目の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その変更をし

た目を記入する。

なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。

変更の対象が 対象法人名は、変更に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

連結子法人の場合 の法人名を記入する。

変更後の金額 変更に係る資産が、船舶、球形ガスホルダー及び貯油槽の場合は、「変更後の金額又は月

又　は　月　数 数」の箇所について「又は月数」の字句を二重線で抹消するとともに、「期問」の欄をすべ

期　　　　　　問 て抹消する。

「この通知に係る処分は、　　国税局の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所

調査担当者
には、調査担当者の所属国税局名を記入する。

「…2月以内に　　国税局長に対して」の空白箇所には、その法人の納税地を所轄する税

務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する
教　　　　　示

3　送付に当たっての留忌事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　107） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　107）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

欠損金の繰戻しによる還付請求（の一部）に理由がない旨の通知書 欠損金の繰戻しによる還付請求（の一部）に理由がない旨の通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規 規
格 格

A A
4 4
） ）

17．03改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法1343－2） 13．07　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法1343－2）

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不月艮申立て等1二ついて

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に
税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て／法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます口

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国／代表者　法務大臣）となります・

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん口

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき口

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 107）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　107）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　107）

　　　　　　欠損金の繰戻しによる還付請求（の一部）に理由がない旨の通知書

1　使用目的

　　「欠損金の繰戻しによる還付請求（の」部）に理由がない旨の通知書」（法1343－1、法1343－2）は、欠損金の繰戻し

による還付請求書が期限後の請求、白色申告法人による請求等適法なものでない場合及び還付請求があった法人税の

全額、又は」部について還付を要しないもので、その請求の理由がなく、還付を要しない場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「……（の」部）……」のかっこ書きの箇所については、還付請求があった法人税の全
本　　　　　　文

部についての理由がなく、還付しないときは、これを抹消する。

その処分の理由を簡潔かつ具体的に、例えば、「欠損事業年度の連結欠損金額X　X　X　X円

がX　X　X　X円に更正されたことによる。」とか、「……欠損事業年度の欠損金額X　X　X円が
理　　　　　　由

所得金額X　X　X円に更正されたことによる。」、「還付請求書がその提出期限　（X月X目）

までに提出されなかったことによる。」等のように記入する。

「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用する｝とに

留意する。）。

（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に
教　　　　　示

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

（2）国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　107）

　　　　　　欠損金の繰戻しによる還付請求（の一部）に理由がない旨の通知書

1　使用目的

　　「欠損金の繰戻しによる還付請求（の」部）に理由がない旨の通知書」（法1343－1、法1343－2）は、欠損金の繰戻し

による還付請求書が期限後の請求、白色申告法人による請求等適法なものでない場合及び還付請求があった法人税の

全額、又は」部について還付を要しないもので、その請求の理由がなく、還付を要しない場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「……（の」部）……」のかっこ書きの箇所については、還付請求があった法人税の全
本　　　　　　文

部についての理由がなく、還付しないときは、これを抹消する。

その処分の理由を簡潔かつ具体的に、例えば、「欠損事業年度の連結欠損金額X　X　X　X円

がX　X　X　X円に更正されたことによる。」とか、「……欠損事業年度の欠損金額X　X　X円が
理　　　　　　由

所得金額X　X　X円に更正されたことによる。」、「還付請求書がその提出期限　（X月X目）

までに提出されなかったことによる。」等のように記入する。

「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。

「税務署長

の箇所については、国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である旨の
国税局長」

表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を抹消する

教　　　　　示

3　送付に当たっての留忌事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　113） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　113）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

特定の資産の買換えの場合における 特定の資産の買換えの場合における

特別勘定の設定期間延長認定通知書 特別勘定の設定期間延長認定通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規 規
格 格

A A
4 4
） ）

17．03改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法1332－2） 16．06改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法1332－2）

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不月艮申立て等1二ついて

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に
税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て／法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます口

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国／代表者　法務大臣）となります・

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん口

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき口

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 113）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　113）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　113） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　113）

特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長認定通知書 特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長認定通知書

1　使用目的 1　使用目的

「特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期問延長認定通知書」（法1332－1．1332－2）は、特定の資産 「特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期問延長認定通知書」（法1332－1．1332－2）は、特定の資産

の買換えの場合における特別勘定の設定期問の延長申請について、買換資産の取得をすることができる目の認定を行 の買換えの場合における特別勘定の設定期問の延長申請について、買換資産の取得をすることができる目の認定を行

う場合に使用する。 う場合に使用する。

2　記載要領 2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容 項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

取得しようとする 取得しようとする
買換資産の種類、構造、規模等について記載する。 買換資産の種類、構造、規模等について記載する。

買換資産の内容 買換資産の内容

申請の対象が 申請の対象が
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。 対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。

連結子法人の場合 連結子法人の場合

「この通知に係る処分は、　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、 「この通知に係る処分は、　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 調査担当者 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所 （2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 属国税局名を記入する。

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用する｝とに 「税務署長

の箇所については、国税局の職員の調査に基づいて行なわれた処分である旨
留意する。）。 国税局長」

（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 の表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を抹消する

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に
教　　　　　　示 教　　　　　　示

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

（2）国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

3　送付に当たっての留意事項 3　送付に当たっての留意事項

この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定 この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便 義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改 正 後 改 正 ⊥目1』

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 117） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 117）

（一枚目）

法第 目
万 法第 目

万

（省略） （省略）

認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した

場合における特別勘定の設定に関する承認申請の 承認 通知書 場合における特別勘定の設定に関する承認申請の
承認

却下 却下
通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規

税務署長
規

格 に対して異議申立てをすることができます。 格

A 国税局長 A
4 4
） ）

17．03改正 15．07改正

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

O この処分に不服があるときは、 この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に
税務署長に対して異議申立てをすることができます・

O 異議申立て／法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、 当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます口

O なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

O 審査請求について裁決があった場合において、 当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、 当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

O 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。

O 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん。

O 取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。
（1） 審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
（2） 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき口
（3） 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 117）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　117）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　117）

　　　　　　　認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認

　　　　　　　場合における特別勘定の設定に関する承認申請の　　　通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　却下

1　使用目的

　　「認定事業用地適正化計両の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認

　　　　承認
申請の　　　決議書」は、認定事業用地適正化計両の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘

　　　　却下

定の設定に関する承認申請について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目

標題及び本文

申請の対象が

連結子法人の場合

調査担当者

教　　　　　　　示

内　　　　　　　　　　　　　　容

　認定事業用地適正化計両の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別

勘定の設定に関する承認申請について、承認する場合は、「却下」及び「不相当」の文字を抹

消し、却下する場合は「承認」及び「相当」の文字を抹消する。

対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。

　「この通知に係る処分は、　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

（1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

　属国税局名を記入する。

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。

（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。

（2）国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第6項（定義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　117）

　　　　　　　認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認
　　　　　　　場合における特別勘定の設定に関する承認申請の　　　通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　却下

1　使用目的

　　「認定事業用地適正化計両の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認

　　　　承認
申請の　　　決議書」は、認定事業用地適正化計両の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘

　　　　却下

定の設定に関する承認申請について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目

標題及び本文

申請の対象が

連結子法人の場合

調査担当者

教　　　　　　　示

内　　　　　　　　　　　　　　容

　認定事業用地適正化計両の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別

勘定の設定に関する承認申請について、承認する場合は、「却下」及び「不相当」の文字を抹

消し、却下する場合は「承認」及び「相当」の文字を抹消する。

対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。

　「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

（1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

　属国税局名を記入する。

「税務署長

の箇所については、国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である旨
　国税局長」

の表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を抹消する。

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合は、この欄を抹消する。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第6項（定義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　122） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　122）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

国税関係帳簿　　　．国税関係書類の電磁的記録等による保存等の承認申請の却下通知書 国税関係帳簿　　　．国税関係書類の電磁的記録等による保存等の承認申請の却下通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規 規
格 格

A A
4 4
） ）

17．03改正 13．07

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不月艮申立て等1二ついて

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に
税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て／法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます口

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国／代表者　法務大臣）となります・

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん口

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき口

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 122）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　122）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

項　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容 項　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

標　　　　　　題

　　　「国税関係帳簿　　　　　　　　「その全部　　　　「国税関係帳簿　　　　　　　　　　並びに通知文の　　　一　　　及び　　　　　　　の各箇所について　　　国税関係書類」　　　　　　　　下記1」　　　国税関係書類」は、却下の態様に応じて不要な文字を二重線で抹消する。

標　　　　　　題

　　　「国税関係帳簿　　　　　　　　「その全部　　　　「国税関係帳簿　　　　　　　　　　並びに通知文の　　　一　　　及び　　　　　　　の各箇所について　　　国税関係書類」　　　　　　　　下記1」　　　国税関係書類」は、却下の態様に応じて不要な文字を二重線で抹消する。

（省　略） （省　略）

調査担当者の表示

　「この通知に係る処分は、　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所（削除）は、（削除）国税局の職員の調査に基づいて行う処分である場合には、その国税局名を記入し、その也の場合には、この欄の全部を二重線で抹消する。

　「この通知に係る処分は、　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白箇所には、調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■課所管法人、課税総括課所管外国人又は局所管製造場等について国税局の職員の調査に基づいて

調査担当者の表示

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用する｝とに留意す
る。）。（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる保存義務者

　「　税務署長　　　　　　　　　の箇所については　国税局の職員の調査に基ついて行う処分である旨の　　　　国税局長」表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を」重線で抹消すると

ともに、税務署名等を記載する

教　　示　　欄

の納税地を管轄する税務署名を記入する　また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する 教　　示　　欄

（2）国税局の職貝の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる保存義務者

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、当

該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

3　送付に当たっての留意事項　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定　義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の　役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

3　送付に当たっての留意事項　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定　義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の　役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　123） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　123）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

国税関係帳簿　　　．国税関係書類の電磁的記録等による保存等の承認の取消通知書 国税関係帳簿　　　　　．国税関係書類　の電磁的記録等による保存等の承認の取消通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （
規 規

格 格

A A
4 4
） ）

17．03改正 13．07

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不月艮申立て等1二ついて

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に
税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て／法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます口

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国／代表者　法務大臣）となります・

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん口

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき口

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 123）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　123）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　123） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　123）

国税関係帳簿　　　．　　　　　　　　　の電磁的記録等による保存等の承認の取消通知書国税関係書類 国税関係帳簿　　　．　　　　　　　　　の電磁的記録等による保存等の承認の取消通知書国税関係書類

1　使用目的 1　使用目的

存等の承認の全部又は」部の取消しをする場合に使用する。 存等の承認の全部又は」部の取消しをする場合に使用する。

なお、通知書は、複写により2部作成し、1部を決議書に添付し、他の1部を申請者に送付する。 なお、通知書は、複写により2部作成し、1部を決議書に添付し、他の1部を申請者に送付する。

（注）1帳簿に係る通知と書類に係る通知は別葉とする。 （注）1帳簿に係る通知と書類に係る通知は別葉とする。

2帳簿又は書類のそれぞれの範ちゅうで二つの条項に係る取消しを行う場合には、別葉とする。 2帳簿又は書類のそれぞれの範ちゅうで二つの条項に係る取消しを行う場合には、別葉とする。

2　記載要領 2　記載要領

項　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容 項　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

「国税関係帳簿　　　　　　　の各箇所については、取消しの態様に応じて不要な文字を二重線で抹消 「国税関係帳簿　　　　　　　の各箇所については、取消しの態様に応じて不要な文字を二重線で抹消

標　　　　　　題 国税関係書類」 標　　　　　　題 国税関係書類」

する。 する。

（省　略） （省　略）

rこの通知に係る処分は、　　　の職貝の調査に基づいて行いました。」の空白箇所（削除）は、 rこの通知に係る処分は、　　　の職貝の調査に基づいて行いました。」の空白箇所には、調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

調査担当者の表示 （削除）国税局の職員の調査に基づいて行う処分である場合には、その国税局名を記入し、その
調査担当者の表示

課所管法人、課税総括課所管外国人又は局所管製造場等について国税局の職員の調査に基づいて

也の場合には、この欄の全部を二重線で抹消する 行っ処分である場合には、その国税局名を記入し、その他の場合には、この欄の全部を二重線で

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用する｝とに留意す 抹消する

る。）。 「　税務署長
（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 の箇所については、国税局の職員の調査に基づいて行う処分である旨の

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる保存義務
国税局長」

者の納税地を管轄する税務署名を記入する 表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を」重線で抹消すると

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、当 ともに、税務署名等を記載する
教　　示　　欄

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する 教　　示　　欄
（2）国税局の職貝の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる保存義務

者の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、当

該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

3　送付に当たっての留意事項 3　送付に当たっての留意事項

この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定義） この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定義）

に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務 に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務

のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改 正 後 改 正 ⊥目1』

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 144） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 144）

（一枚目）

法第 目
万 法第 目

万

（省略） （省略）

適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な 適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な

計算方法の承認申請の
承認

通知書 計算方法の承認申請の
承認

却下 却下
通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規

税務署長
規

格 に対して異議申立てをすることができます。 格

A 国税局長 A
4 4
） ）

17．03改正 15．07改正

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不月艮申立て等1二ついて

【不服申立てについて】

O この処分に不服があるときは、 この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に
税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○ 異議申立て／法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、 当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます口

O なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

O 審査請求について裁決があった場合において、 当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、 当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

O 取消訴訟の被告とすべき者は国／代表者 法務大臣）となります。

O 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん口

O 取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。
（1） 審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
（2） 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき口
（3） 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 144）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　144）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　144）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認

　　適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請の　　　通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　却下

1　使用目的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認

　　「適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請の　　　　通知書」は、適格分割等を行った
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　却下

場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目

標題及び本文

申請の対象が

連結子法人の場合

調査担当者の表示

教　　　　　　示

内　　　　　　　　　　　　　　容

　適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請について、承認する

場合は「却下」及び「不相当」の文字を抹消し、却下する場合は「承認」及び「相当」の

文字を抹消する。

対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。

　「この通知に係る処分は、　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

（1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

　属国税局名を記入する。

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。

（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。

（2）国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。

なお、承認する場合は、教示文を送付しない。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第6項（定義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　144）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認

　　適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請の　　　通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　却下

1　使用目的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認

　　「適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請の　　　　通知書」は、適格分割等を行った
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　却下

場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目

標題及び本文

申請の対象が

連結子法人の場合

調査担当者の表示

教　　　　　　示

内　　　　　　　　　　　　　　容

　適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請について、承認する

場合は「却下」及び「不相当」の文字を抹消し、却下する場合は「承認」及び「相当」の

文字を抹消する。

対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。

　「この通知に係る処分は、　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

（1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

　属国税局名を記入する。

「税務署長

の箇所については、国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である旨の
　国税局長」

表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を抹消する。

なお、承認する場合は、この欄を抹消する。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第6項（定義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　145） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　145）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

適格分割等を行った場合の貸倒実績率の 適格分割等を行った場合の貸倒実績率の

特別な計算方法の承認の取消通知書 特別な計算方法の承認の取消通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規 規
格 格

A A
4 4
） ）

17．03改正 15．07改正

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不月艮申立て等1二ついて

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に
税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て／法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます口

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国／代表者　法務大臣）となります・

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん口

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき口

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 145）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　145）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　145）

適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認の取消通知書

1　使用目的

　　「適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認の取消通知書」は、適格分割等を行った場合の貸

倒実績率の特別な計算方法の承認の取消しの通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　容

申請の対象が

連結子法人の場合
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。

「この通知に係る処分は、　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者の表示 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用する｝とに

留意する。）。

（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する

教　　　　　　示
また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

（2）国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

3　送付に当たっての留、冒、事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　145）

適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認の取消通知書

1　使用目的

　　「適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認の取消通知書」は、適格分割等を行った場合の貸

倒実績率の特別な計算方法の承認の取消しの通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　容

申請の対象が

連結子法人の場合
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。

「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者の表示 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。

「税務署長

の箇所については、国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である旨の
国税局長」

表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を抹消する

教　　　　　　示

3　送付に当たっての留、冒、事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改 正 後 改 正 ⊥目1』

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 147） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 147）

（一枚目）

法第 目
万 法第 目

万

（省略） （省略）

適格分割等を行った場合の返品率の特別な 適格分割等を行った場合の返品率の特別な

計算方法の承認申請の
承認

通知書 計算方法の承認申請の 承認
却下 却下

通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規

税務署長
規

格 に対して異議申立てをすることができます。 格

A 国税局長 A
4 4
） ）

17．03改正 15．07改正

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不月艮申立て等1二ついて

【不服申立てについて】

O この処分に不服があるときは、 この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に
税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○ 異議申立て／法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます口

O なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

O 審査請求について裁決があった場合において、 当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

O 取消訴訟の被告とすべき者は国／代表者 法務大臣）となります。

O 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん口

O 取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。
（1） 審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
（2） 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき口
（3） 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 147）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　147）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　147）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認

　　　　適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認申請の　　通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　却下

1　使用目的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認
　　「適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認申請の　　　　通知書」は、適格分割等を行った場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　却下

の返品率の特別な計算方法の承認申請について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目

標題及び本文

申請の対象が

連結子法人の場合

調査担当者の表示

教　　　　　　示

内　　　　　　　　　　　　　　容

適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認申請について、承認する場合

は「却下」及び「不相当」の文字を抹消し、却下する場合は「承認」及び「相当」の文字

を抹消する。

対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。

　「この通知に係る処分は、　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

（1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

　属国税局名を記入する。

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。

（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。

（2）国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。

なお、承認する場合は、教示文を送付しない。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第6項（定義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　147）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認

　　　　適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認申請の　　通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　却下

1　使用目的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認
　　「適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認申請の　　　　通知書」は、適格分割等を行った場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　却下

の返品率の特別な計算方法の承認申請について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目

標題及び本文

申請の対象が

連結子法人の場合

調査担当者の表示

教　　　　　　示

内　　　　　　　　　　　　　　容

適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認申請について、承認する場合

は「却下」及び「不相当」の文字を抹消し、却下する場合は「承認」及び「相当」の文字

を抹消する。

対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。

　「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

（1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

　属国税局名を記入する。

「税務署長

の箇所については、国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である旨の
　国税局長」

表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を抹消する。

なお、承認する場合は、この欄を抹消する。

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第6項（定義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　148） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　148）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

適格分割等を行った場合の返品率の 適格分割等を行った場合の返品率の

特別な計算方法の承認の取消通知書 特別な計算方法の承認の取消通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規 規
格 格

A A
4 4
） ）

17．03改正 15．07改正

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に
税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
することができます口

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国／代表者　法務大臣）となります・

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき
又は当該裁決の日の翌日から起算してユ年を経過したときは、提起することができま
せん口

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき口

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 148）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　148）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　148）

適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認の取消通知書

1　使用目的

　　「適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認の取消通知書」は、適格分割等を行った場合の返品率

の特別な計算方法の承認の取消しの通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

申請の対象が
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。

連結子法人の場合

「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者の表示 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用する｝とに

留意する。）。

（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に
教　　　　　　示

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

（2）国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　148）

適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認の取消通知書

1　使用目的

　　「適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認の取消通知書」は、適格分割等を行った場合の返品率

の特別な計算方法の承認の取消しの通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

申請の対象が
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。

連結子法人の場合

「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者の表示 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。

「税務署長

の箇所については、国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である旨の
国税局長」

表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を抹消する

教　　　　　示

3　送付に当たっての留忌事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　153） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　153）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

分割等による移転試験研究費の 分割等による移転試験研究費の

額の計算方法の認定通知書 額の計算方法の認定通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規 規
格 格

A A
4 4
） ）

17．03改正 15．07改正

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に
税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
することができます口

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国／代表者　法務大臣）となります・

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき
又は当該裁決の日の翌日から起算してユ年を経過したときは、提起することができま
せん口

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき口

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 153）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　153）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　153）

分割等による移転試験研究費の額の計算方法の認定通知書

1　使用目的

　　「分割等による移転試験研究費の額の計算方法の認定通知書」は、分割等による移転試験研究費の額の計算方法の

認定申請について、その認定の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

申請の対象が
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。

連結子法人の場合

「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用する｝とに

留意する。）。

（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に
教　　　　　示

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

（2）国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　153）

分割等による移転試験研究費の額の計算方法の認定通知書

1　使用目的

　　「分割等による移転試験研究費の額の計算方法の認定通知書」は、分割等による移転試験研究費の額の計算方法の

認定申請について、その認定の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

申請の対象が
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。

連結子法人の場合

「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。

「税務署長」

の箇所については、国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である旨
「国税局長」

の表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を抹消する

教　　　　　示

3　送付に当たっての留忌事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　156） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　156）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

分割等による移転売上金額 分割等による移転売上金額
の計算方法の認定通知書 の計算方法の認定通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規 規
格 格

A A
4 4
） ）

17．03改正 15．07改正

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に
税務署長に対して異議申立てをすることができます・

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
することができます口

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき
又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん口

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができます。

（1）審査請求がされた目の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき口

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 156）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　156）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

（追加）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます口）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算してユ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長／提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　156）

分割等による移転売上金額の計算方法の認定通知書

1　使用目的

　　「分割等による移転売上金額の計算方法の認定通知書」

いて、その認定の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

は、分割等による移転売上金額の計算方法の認定申請につ

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

申請の対象が
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。

連結子法人の場合

「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用する｝とに

留意する。）。

（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に
教　　　　　示

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

（2）国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…　2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する

また、「…　（提出先は　　　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する

3　送付に当たっての留冒事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　156）

分割等による移転売上金額の計算方法の認定通知書

1　使用目的

　　「分割等による移転売上金額の計算方法の認定通知書」

いて、その認定の通知をする場合に使用する。

2　記載要領

は、分割等による移転売上金額の計算方法の認定申請につ

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　容

申請の対象が
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。

連結子法人の場合

「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

調査担当者 （1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。

（2）国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。

「税務署長」

の箇所については、国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である旨
「国税局長」

の表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を抹消する

教　　　　　示

3　送付に当たっての留忌事項

　　この通知書は、書留郵便又は民問事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する」般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。
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17．3 16．ユ

◎本税欄のかっし書の金額は、不納付加算税等及ぴ延肺税の計算基礎額を爪したものですカb、納付を要しません。 ◎本税欄のかっし書の金額は、不納付加算税等及ぴ延肺税の計算基礎額を爪したものですカb、納付を要しません。
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不服申立て等について
【不服申立てについて】

◎　この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌日から起算して2月以内に、表記の税務署長に対して異議申立て
をすることができます。 御注意

◎　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが遁法にされていなし、ものを除きます。）につし、て
の決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書
の謄本の送達があった日の翌目から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

◎　第1片の「源泉所得税の加算税賦課決定通知書及ぴ納税告知書（次葉）」の「不納何

◎　なお、異議申立てをしなし、で、審査請求をすることについて正当な理由があるときは、この通知を受けた目の翌目から起
加算税等」欄の「区分」欄の重は、重加算税を示します。

算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　）に対して審査請求をすることが
できます。 ◎　延滞税は、第3片の計算方法により計算して、本税に合わせて納付してください。

【取消しの訴えについて】
◎　審査請求について裁決があった場舎において、当該裁決を経た後の処分になお不服があるときは、当該審杏請求をした方 ◎　次葉は、納何場所に提出する必要はありません。

は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下「取消訴訟」といし、ます。）を提起することができます。
◎　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務夫臣）となります。 ◎　税金は、「舎計額」の金額で領収しますから、舎計額は必ず記載してください。
◎　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき又は当該裁決の日の翌目から起算して

1年を経過したときは、提起することができません。
◎　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のし、ずれかに該当するときは、

◎　合計額を書き誤ったときは、新しい納付書に書き直してください。

審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起することができます。
（1）審査請求がされた日の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき。 ◎　この告知書は、3枚1組の複写式になっていますから、切り離さずに納付場所に提
（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に当該更正決定等に係る国税の課税標準 出してください。

等又は税額等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとするとき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17．3 16．ユ

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる若しい損害を避けるため緊急の必要が
あるとき、その他その決定又は裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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◎御注意
○　第1片の「源泉所得税の加算税賦課決定通知書及ぴ納税告知書（次葉）」の「不納付加算税等」欄の「区分」欄の重は、重加算税を示します。

◎延滞税の計算方法（国税通則法第60条、第61条、第118条、第119条及ぴ租税特別措置法第94条）

○　税金は、「合計額」欄の金額で受領しますから、合計額は必す記載してください。
○　延滞税の割合は、年7．3％（納期限の翌日から2月を、経過した目以後は年14．6％）となります。

○　合計額を書き誤ったときは、新しい納付書に書き直してください。 ○　具体的な延滞税の額は、次の算式によって計算してください。

◎延滞税の計算方法（国税通則法第60条、第61条、第118条、第119条及ぴ租税特別措置法第94条）
○　延滞税の割合は、年7，3％（納期限の翌日から2月を経過した目以後は年14，6％）となります。
○　具体的な延滞税の額は、次の算式によって計算してください。

騒圏×學x優劉一睡9
圏・翠・函醒1一図

（注）平成12年1月1日以後の延滞税の割合は、年単位（1／1～12／31）で適用することになります。
具体的には次のとおりです。

（注）平成12年1月1日以後の延滞税の割合は、年単位（1／1～12／31）で遁用することになります。具体的には）欠のとおりです。
・納期限の翌目から2月を経過する目まで…年r7．3％」とr前年の11／30の公定歩舎十4％」のいすれか低い割舎

・納期限の翌日から2月を経過する日まで…年r7．3％」とr前年の11／30の公定歩舎十4％」のいすれか低い割舎
・納期限の翌目から2月を，経過した目以後…年「14．6％」

・納期限の翌日から2月を経過した日以後…年「14．6％」
○　この告知書が法定納期限の翌年の対応目以後に発付されたときは、上記の「目数」から「法定納期限の翌年の対応目の翌日からこ

の告知書の発行目付まで」の期間を除いて計算してください。ただし、重加算税の計算の基礎となった本税の額については、この特
○　この告知書が法定納期限の翌年の対応目以後に発付されたときは、上記の「目数」から「法定納期限の翌年の対応日の翌日からこの告知書の 例の適用はありません。

発行目付まで」の期間を除いて計算してください。ただし、重加算税の計算の基礎となった本税の額については、この特例の適用はありません。
○　本税の額が10，000円未満の場舎には、延滞税ぼ納付を要しません。また、本税の額に10，000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算

○　本税の額が10，000円未満の場合には、延滞税は納付を要しません。また、本税の額に10，000円未満の端数があるときは、これを切

してください。
り捨てて計算してください。

○　計算した延滞税の額が1，000円未満の場舎は納付を要しません。また、その額が1，000円以上でl00円未満の端数があるときは、これを切り捨て
○　計算した延滞税の額が1，000円未満の場合は納付を要しません。また、その額が1，000円以上で100円未満の端数があるときは、こ

てください。
れを切り捨ててください。

◎納税の猶予（国税通則法第46条） 17．3
◎納税の猶予（国税通則法第46条）

16．ユ

この告知書が法定納期限の翌年の対応日後に送達された場舎には、納期限までに申請することにより、納付困難な金額を限度として、納期限から この告知書が法定納期限の翌年の対応日後に送達された場合には、納期限までに申請することにより、納付困難な金額を限度として、

1年以内の納税の猶予を受けることができます。 納期限から1年以内の納税の猶予を受けることができます。
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（一枚目）

（省略）

源泉所得税の納期の特例申請の却下通知書

第　　　　号
（省略）

源泉所得税の納期の特例申請の却下通知書

第　　　　号

（省略） （省略）

（教示文削除）

17．03改正

規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

13．07

税務署長に対して異議申立てをすることができます。

規
格

A
4

（二枚目）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　こ0）処分に不服があるときは、こσ）通知を受けた日0）翌日から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期問経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書σ）謄本の

　送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）に対して審査請求をする二とができます。

（追加）

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後σ）処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分σ）取消しσ）訴え（以下

　　r取消訴訟」といいます・）を提起することができます、

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります、

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき
　又は当該裁決0）日σ）翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま

　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき、

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他0）更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査詰求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　171）

源泉所得税の納期の特例申請の却下通知書

1　使用目的

　　「源泉所得税の納期の特例申請の却下通知書」（FC　B7PB2）は、納期の特例の承認申請を却下する場合に、

　当該源泉徴収義務者にその旨を通知するために使用する。

　　なお、この通知書は正副2枚出力するので、正本（1枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（2枚

　目）は税務署用控えとして使用する。

2　出カ対象

　　「納特決裁結果等入力」画面から「納期特例区分」欄を「2　却下」とし、「決裁年月目」及び「発送目付」

　を入力したものを対象として出力する。

　（注）この通知書は、上記入力を行うことにより、「処理結果リスト（納特）」とともに白動的に作成される。

3　出カ時期

　納期の特例の承認申請について、却下する旨の通知を行う場合に出力する。

4　出カ要領

　（1）　出力様式

　　　納期の特例の承認申請を却下する源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で1件

　　別に、正本（通知用）と副本（署控用）との2枚出力する。

　（2）　主な出力項目の内容

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　容

通知年月　目 「納特決裁結果等入力」画面から入力した発送目付を印字する。

問い合わせ番号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。

（連絡先） 連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印
字する。

また、連絡先がない場合は、「連絡先住所はありません」と表示する。

提出年月　目 「申請書等入力」画面から入力した「源泉所得税の納期の特例の承認に関す

る申請書」の提出年月目を印字する。

教　　　　　示 「…2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象

となる法人の納税地を管轄する税務署名を印字する

また、「…　（提出先は　　　　　　）…」の空白部分には、当該税務署の

管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部の首席国税審判官名を印字する。

補　完　表　示 あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、

また、副本には「補完有」と表示する。この場合、「あて名」欄に住所及び氏名

を印字しないので、補完記入する。

5　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条

第6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2

項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　171）

源泉所得税の納期の特例申請の却下通知書

1　使用目的

　　「源泉所得税の納期の特例申請の却下通知書」（FC　B7PB2）は、納期の特例の承認申請を却下する場合に、

　当該源泉徴収義務者にその旨を通知するために使用する。

　　なお、この通知書は正副2枚出力するので、正本（1枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（2枚

　目）は税務署用控えとして使用する。

2　出カ対象

　　「納特決裁結果等入力」画面から「納期特例区分」欄を「2　却下」とし、「決裁年月目」及び「発送目付」

　を入力したものを対象として出力する。

　（注）この通知書は、上記入力を行うことにより、「処理結果リスト（納特）」とともに白動的に作成される。

3　出カ時期

　納期の特例の承認申請について、却下する旨の通知を行う場合に出力する。

4　出カ要領

　（1）　出力様式

　　　納期の特例の承認申請を却下する源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で1件

　　別に、正本（通知用）と副本（署控用）との2枚出力する。
　（2）　主な出力項目の内容

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　容

通知年月　目 「納特決裁結果等入力」画面から入力した発送目付を印字する。

問い合わせ番号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。

（連絡先） 連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印
字する。

また、連絡先がない場合は、「連絡先住所はありません」と表示する。

提出年月　目 「申請書等入力」画面から入力した「源泉所得税の納期の特例の承認に関す

る申請書」の提出年月目を印字する。

教　　　　　示 「教示」欄には処分を行った税務署名を印字する

補　完　表　示 あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、

また、副本には「補完有」と表示する。この場合、「あて名」欄に住所及び氏名

を印字しないので、補完記入する。

5　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条

第6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2

項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　173）

改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　173）

（一枚目）

（省略）

源泉所得税の納期の特例の承認取消通知書

第　　　　号
（省略）

源泉所得税の納期の特例の承認取消通知書

第　　　　号

（省略） （省略）

（教示文削除）
この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して

2月以内に　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます。

17．03改正 13．07

（二枚目）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　こ0）処分に不服があるときは、こσ）通知を受けた日0）翌日から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期問経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書σ）謄本の

　送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）に対して審査請求をする二とができます。

（追加）

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後σ）処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分σ）取消しσ）訴え（以下

　　r取消訴訟」といいます・）を提起することができます、

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります、

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき
　又は当該裁決0）日σ）翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま

　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき、

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他0）更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査詰求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない
　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　173）

源泉所得税の納期の特例の承認取消通知書

1　使用目的

　　「源泉所得税の納期の特例の承認取消通知書」（FC　B7PB3）は、納期の特例の適用を受けていた源泉徴収義

務者についてその承認を取り消した場合に、当該源泉徴収義務者にその旨を通知するために使用する。

　　なお、この通知書は正副2枚出力されるので、正本（1枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（2

枚目）は税務署用控えとして使用する。

2　出カ対象

　納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者のうち、当該承認を受けるために必要な要件に該当しなく

　なったため、「納特決裁結果等入力」画面から「納期特例区分」欄を「4　取消一号」又は「5　取消三号」

　と入力した者を対象として出力する。

　（注）この通知書は、上記入力を行うことにより、「処理結果リスト（納特）」及び「取消一覧表」とともに白

　　動的に作成される。

3　出カ時期

　納期の特例の承認について、その承認を取り消した旨の通知を行う場合に出力する。

4　出カ要領

　（1）　出力様式

　　　納期の特例を取り消した源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で1件別に、正

　　本（通知用）と副本（署控用）との2枚出力する。

　（2）　主な出力項目の内容

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　容

通知年月　目 「納特決裁結果等入力」画面から入力した発送目付を印字する。

問い合わせ番号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。

（連絡先）
　連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印字する。　また、連絡先がない場合は、「連絡先住所はありません」と表示する。

承認年月　目 取り消した納期の特例の承認について、その承認を受けた目を印字する。

教　　　　　示 「…2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象と

なる法人の納税地を管轄する税務署名を印字する

また、「…（提出先は　　　　　　）…」の空白部分には、当該税務署の

管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部の首席国税審判官名を印字する

補　完　表　示
　あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、また、副本には「補完有」と表示する。この場合、「あて名」欄に住所及び氏名を印字しないので、補完記入を行う。

5　記載要領

　　r理由」欄には、納期の特例の取り消しを行った理由を記載する。

6　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条

第6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2

項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　173）

源泉所得税の納期の特例の承認取消通知書

1　使用目的

　　「源泉所得税の納期の特例の承認取消通知書」（FC　B7PB3）は、納期の特例の適用を受けていた源泉徴収義

務者についてその承認を取り消した場合に、当該源泉徴収義務者にその旨を通知するために使用する。

　　なお、この通知書は正副2枚出力されるので、正本（1枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（2

枚目）は税務署用控えとして使用する。

2　出カ対象

　納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者のうち、当該承認を受けるために必要な要件に該当しなく

　なったため、「納特決裁結果等入力」画面から「納期特例区分」欄を「4　取消一号」又は「5　取消三号」

　と入力した者を対象として出力する。

　（注）この通知書は、上記入力を行うことにより、「処理結果リスト（納特）」及び「取消一覧表」とともに白

　　動的に作成される。

3　出カ時期

　納期の特例の承認について、その承認を取り消した旨の通知を行う場合に出力する。

4　出カ要領

　（1）　出力様式

　　　納期の特例を取り消した源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で1件別に、正

　　本（通知用）と副本（署控用）との2枚出力する。

　（2）　主な出力項目の内容

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　容

通知年月　目 「納特決裁結果等入力」画面から入力した発送目付を印字する。

問い合わせ番号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。

（連絡先）
　連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印字する。　また、連絡先がない場合は、「連絡先住所はありません」と表示する。

承認年月　目 取り消した納期の特例の承認について、その承認を受けた目を印字する。

教　　　　　　示 「教示」欄には処分を行った税務署名を印字する

補　完　表　示
　あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、また、副本には「補完有」と表示する。この場合、「あて名」欄に住所及び氏名を印字しないので、補完記入を行う。

5　記載要領

　　r理由」欄には、納期の特例の取り消しを行った理由を記載する。

6　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条

第6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2

項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　正　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 177）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　177）

（一枚目）

平成　年分年末調整による不足額徴収繰延承認（却下）通知書 平成　年分年末調整による不足額徴収繰延承認（却下）通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）

規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に 税務署長に対して異議申立てをすることができます。

規
格

A
4

17．03改正 （源1406－2） 13．07 （源1406－2）

（二枚目）

不服申立て等について
（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌目から起算して2月以内に
　　　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます・
○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないも0）を除きます。）について0）決定があった場合において、当言亥決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の
　送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審半1」所長に対して審査請求を
　する二とができます。
○　なお、異議申立てをしないで・審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、
　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をする二とができます口

【取消しの訴えについて】

○　審査請求にっいて栽決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服
　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます口）を提起することができます口

○　取消訴訟0）被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります口

○　取消訴訟は、栽決があったことを知った目の翌日から起算して6月を経過したとき
　又は当該栽決の日の翌日から起算して■年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなけれぱ提起することができません
　が、次0）いずれかに該当するときは・審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
　ることができます。
　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとポ
　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当言亥更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他0）更正決定等
　　0）取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てにっいて0）決定又は審査請求にっいてσ）裁決を経る二とにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない
　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　177）

年末調整による不足額徴収繰延承認申請書
年末調整による不足額徴収繰延承認（却下）通知書

1　使用目的

　　「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」（源1406－1）は、年末調整による不足額の徴収繰延べに

ついて承認又は却下の決裁を受ける際に使用する。

　また、「年末調整による不足額徴収繰延承認（却下）通知書」（源1406－2）は、源泉徴収義務者に承認又

　は却下の内容を通知する際に使用する。

2　記載要領

　（1）年末調整による不足額徴収繰延承認申請書

項　　　目 記　　　載　　　要　　　領

決裁を受けた際に以下の項目を記載するとともに、決裁結果に応じて「承

認」又は「却下」を○で囲む。

税務署処理欄 ①起案年月目
（　処　　理　　） ②決裁年月目

③施行年月目
④　承認申請を却下した場合の却下理由

（2）年末調整による不足額徴収繰延承認（却下）通知書

項　　　目 記　　　載　　　要　　　領

標題及び通知文の「承 決裁結果に応じて、承認又は却下の文字を抹消する。

認（却下）」の文言 （削除）

教　　　　　　　示 「…2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対

象となる法人の納税地を管轄する税務署名を記載する

また、「…（提出先は　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空

白部分には、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載す
る。

なお、承認通知を行う場合は、教示文を送付しない

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する

法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に

規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとし

　て別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　177）

年末調整による不足額徴収繰延承認申請書
年末調整による不足額徴収繰延承認（却下）通知書

1　使用目的

　　「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」（源1406－1）は、年末調整による不足額の徴収繰延べに

ついて承認又は却下の決裁を受ける際に使用する。

　また、「年末調整による不足額徴収繰延承認（却下）通知書」（源1406－2）は、源泉徴収義務者に承認又

　は却下の内容を通知する際に使用する。

2　記載要領

　（1）年末調整による不足額徴収繰延承認申請書

項　　　目 記　　　載　　　要　　　領

決裁を受けた際に以下の項目を記載するとともに、決裁結果に応じて「承

認」又は「却下」を○で囲む。

税務署処理欄 ①起案年月目
（　処　　理　　） ②決裁年月目

③施行年月目
④　承認申請を却下した場合の却下理由

（2）年末調整による不足額徴収繰延承認（却下）通知書一ノ 1　／1，H｝＿L」，〕　　O、　　｝　　1　ノ、」I　Hハ　ク、11〈’ノ1㌧忙／」し川］■　　、一1，　■　ノ　　■uノ、H　H

項 目 記 載 要 領

標題及び通知文の「承認（却下）」の文言 決裁結果に応じて、承認又は却下の文字を抹消する。（注）承認通知を行う場合は、教示に係る文言を抹消する

（新設）

一■　　⊥　　⊥　　　　■

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する

法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に

規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとし

　て別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　180）

改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　180）

（一枚目）

（省略）

地方公共団体の互助会が行う職員の相互

扶助制度に関する承認申請の却下通知書

第　　　　号
（省略）

地方公共団体の互助会が行う職員の相互

扶助制度に関する承認申請の却下通知書

第　　　　号

（省略） （省略）

（教示文削除）
規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

税務署長に対して異議申立てをすることができます。

規
格

A
4

17．03改正 （源1409） 13．07 （源1409）

（二枚目）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　こ0）処分に不服があるときは、こσ）通知を受けた日0）翌日から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期問経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書σ）謄本の

　送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　国税不服審半1」所首席国税審判官）に対して審査請求をする二とができます・

（追加）

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後σ）処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分σ）取消しσ）訴え（以下

　　r取消訴訟」といいます・）を提起することができます、

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります、

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき
　又は当該裁決0）日σ）翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま

　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき、

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他0）更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査詰求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない
　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　180）

地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の承認通知書

地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の却下通知書

1　使用目的

　　「地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の承認通知書」（源1408）及び「地方

公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の却下通知書」（源1409）は、地方公共団体の

互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請について、申請者に承認又は却下の通知を行う際に使用

　する。

2　記載要領

項　　　目 記　　　載　　　要　　　領

本文の「平成　年月　目付でされた」の空白欄
　地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請書の提出年月目を記載する。

（却下通知書の）「（理由）」欄 承認を受けるために必要な要件を欠くと認められる事実を記載する。

教　　　　　　示 「…2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象と

なる法人の納税地を管轄する税務署名を記載する

また、「…（提出先は　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部

分には、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する

なお、承認通知を行う場合は、教示文を送付しない

3　送付に当たっての留意事項

　却下通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第

6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に

規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　180）

地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の承認通知書

地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の却下通知書

1　使用目的

　　「地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の承認通知書」（源1408）及び「地方

公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の却下通知書」（源1409）は、地方公共団体の

互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請について、申請者に承認又は却下の通知を行う際に使用

　する。

2　記載要領

項　　　目 記　　　載　　　要　　　領

本文の「平成　年月　目付でされた」の空白欄
　地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請書の提出年月目を記載する。

（却下通知書の）「（理由）」欄 承認を受けるために必要な要件を欠くと認められる事実を記載する。

（新設）

3　送付に当たっての留意事項

　却下通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第

6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に

規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　181）

改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　181）

（一枚目）

（省略）

地方公共団体の互助会が行う職員の相互

扶助制度に関する承認の取消通知書

第　　　　号
（省略）

地方公共団体の互助会が行う職員の相互

扶助制度に関する承認の取消通知書

第　　　　号

（省略） （省略）

（教示文削除）
規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

税務署長に対して異議申立てをすることができます。

規
格

A
4

17．03改正 （源1410－2） 13．07 （源1410－2）

（二枚目）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　こσ）処分に不服があるときは、こ0）通知を受けた日σ）翌日から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長に対して異議申立てをする二とができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期問経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書0）謄本の

　送達があった日0）翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審半1」官）に対して審査請求をすることができます・

（追加）

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後0）処分になお不服

　があるときは、当該審査詰求をした方は、裁判所に対して処分0）取消し0）訴え（以下

　　r取消訴訟」といいます、）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります・

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき
　又は当該裁決0）日0）翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま

　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起する二とができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき、

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税0）課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない
　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　181）

地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消通知書

1　使用目的

　　「地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消通知書」（源1410－2）（以下「通知書」

　という。）は、地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認について、申請者に当該承認を

取り消した旨を通知する際に使用する。

2　記載要領

項　　　目 記　　　　載　　　　要　　　　領

本文の「平成　年　月 地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消しの施行

目以後」の空白欄 年月目（通知書の右上の目付）を記載する。

（　理　　由　　） 承認を受けるために必要な要件を欠くに至ったと認められる事実を記載する。

教　　　　　　　示 「…2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象と

なる法人の納税地を管轄する税務署名を記載する

また、「…（提出先は　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分

には、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条

第6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2

項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　181）

地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消通知書

1　使用目的

　　「地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消通知書」（源1410－2）（以下「通知書」

　という。）は、地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認について、申請者に当該承認を

取り消した旨を通知する際に使用する。

2　記載要領

項　　　目 記　　　載　　　要　　　領

本文の「平成年　月目以後」の空白欄 　地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消しの施行年月目（通知書の右上の目付）を記載する。

（　理　　由　　） 承認を受けるために必要な要件を欠くに至ったと認められる事実を記載する。

（新設）

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条

第6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2

項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　正　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　185）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　185）

（一枚目）

（省略）

第　　　　号
（省略）

第　　　　号

（省略）

　　　　　　　　　　　　　　　　承　　認
特定退職金共済団体に関する　　　　　申請の却下通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　変更承認

　　　　　　　　　　　　　　　　承　　認
特定退職金共済団体に関する　　　　　申請の却下通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　変更承認

（省略）

（教示文削除）
規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

税務署長に対して異議申立てをすることができます。

規
格

A
4

17．03改正 （源1414） 13．07 （源1414）

（二枚目）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　こ0）処分に不服があるときは、こσ）通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます・

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます、）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった目の翌目から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます⊃

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日0）翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

（追加）

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せノ）。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなけれぱ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他0）更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査詰求についての裁決を経る二とにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　185）

特定退職金共済団体に関する承認・変更承認通知書
特定退職金共済団体に関する承認　変更承認申請の却下通知書

1　使用目的

　　「特定退職金共済団体に関する承認・変更承認通知書」（源1413）及び「特定退職金共済団体に関する承

認・変更承認申請の却下通知書」（源1414）は、特定退職金共済団体に関する承認申請又は変更承認申請に対

　して、申請者に承認又は却下の旨を通知する際に使用する。

2　記載要領

項　　　目 記　　　載　　　要　　　領

標題及び本文の
「承認　変更承 その承認の種類に応じて不要な文字を抹消する。

認」

本文の空白欄 その申請者の態様に応じて「貴会」、「貴会議所」のように記載する。

本文の「平成　年 特定退職金共済団体に関する承認申請書又は特定退職金共済団体に関する変

月　目付でされ 更承認申請書の提出年月目を記載する。

た」の空白欄

（　理　由　） 特定退職金共済団体に関する承認申請又は特定退職金共済団体に関する変更

承認申請を却下した理由を記載する。

教　　　　　　示 「…2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象と

なる法人の納税地を管轄する税務署名を記載する

また、「…（提出先は　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分

には、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する

なお、承認・変更承認通知の場合は、教示文を送付しない

3　送付に当たっての留意事項

　却下通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第

6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に

規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　185）

特定退職金共済団体に関する承認・変更承認通知書
特定退職金共済団体に関する承認　変更承認申請の却下通知書

1　使用目的

　　「特定退職金共済団体に関する承認・変更承認通知書」（源1413）及び「特定退職金共済団体に関する承

認・変更承認申請の却下通知書」（源1414）は、特定退職金共済団体に関する承認申請又は変更承認申請に対

　して、申請者に承認又は却下の旨を通知する際に使用する。

2　記載要領

項　　　目 記　　　載　　　要　　　領

標題及び本文の
「承認　変更承 その承認の種類に応じて不要な文字を抹消する。

認」

本文の空白欄 その申請者の態様に応じて「貴会」、「貴会議所」のように記載する。

本文の「平成　年 特定退職金共済団体に関する承認申請書又は特定退職金共済団体に関する変

月　目付でされ 更承認申請書の提出年月目を記載する。

た」の空白欄

（　理　由　） 特定退職金共済団体に関する承認申請又は特定退職金共済団体に関する変更

承認申請を却下した理由を記載する。

（新設）

3　送付に当たっての留意事項

　却下通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第

6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に

規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　186）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　186）

（一枚目）

（省略）

第　　　　号
（省略）

第　　　　号

特定退職金共済団体に関する承認の取消通知書 特定退職金共済団体に関する承認の取消通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

税務署長に対して異議申立てをすることができます。

規
格

A
4

17．03改正 （源1415－2） 13．07 （源1415－2）

（二枚目）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　こ0）処分に不服があるときは、こσ）通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます・

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます、）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった目の翌目から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます⊃

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日0）翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

（追加）

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せノ）。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなけれぱ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他0）更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査詰求についての裁決を経る二とにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　186）

特定退職金共済団体に関する承認の取消通知書

1　使用目的

　　「特定退職金共済団体に関する承認の取消通知書」（源1415－2）（以下「通知書」という。）は、特定退職金共

済団体に関する承認について、申請者へ承認を取り消した旨を通知する際に使用する。

2　記載要領

項　　　目 記　　　載　　　要　　　領

本文の空白欄 団体の態様に応じて「貴会」、「貴会議所」のように記載する。

本文の「平成　年 地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消しの施

月　目以後」の空白欄 行年月目（通知書の右上の目付）を記載する。

（　理　　由　　） 承認を受けるために必要な要件を欠くに至ったと認められる事実を記載する。

教　　　　　　示 「…2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象と

なる法人の納税地を管轄する税務署名を記載する

また、「…（提出先は　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部

分には、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条

第6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2

項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　186）

特定退職金共済団体に関する承認の取消通知書

1　使用目的

　　「特定退職金共済団体に関する承認の取消通知書」（源1415－2）（以下「通知書」という。）は、特定退職金共

済団体に関する承認について、申請者へ承認を取り消した旨を通知する際に使用する。

2　記載要領

項　　　目 記　　　載　　　要　　　領

本文の空白欄 団体の態様に応じて「貴会」、「貴会議所」のように記載する。

本文の「平成　年月　目以後」の空白欄 　地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消しの施行年月目（通知書の右上の目付）を記載する。

（　理　　由　） 承認を受けるために必要な要件を欠くに至ったと認められる事実を記載する。

（新設）

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条

第6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2

項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　188） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　188）

（一枚目）

第　　　　号 第　　　　号
（省略） （省略）

平成年分源泉所得税の徴収猶予．還付申請の承認通知書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　却下 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　．　承認平成　年分源泉所得税の徴収猶予・還付申請の　　　　通知書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　却下

（省略） （省略）

（
（教示文削除）

（
規

規 この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に 格

格 A
A 税務署長に対して異議申立てをすることができます。 4

）4
）

17．03改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（源1418） 13．07 （源1418）

（二枚目）

不服申立て等について

【不服申立てについて】
（追加）

○　こ0）処分に不服があるときは、こσ）通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

税務署長に対して異議申立てをすることができます・

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます、）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった目の翌目から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます⊃

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日0）翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査言青求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せノ）。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなけれぱ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができます。

（1）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他0）更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）異議申立てについての決定又は審査詰求についての裁決を経る二とにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　188）

源泉所得税の徴収猶予・還付申請の承認・却下通知書

1　使用目的

　源泉所得税の徴収猶予・還付申請に対する処分の内容を申請者に通知する場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 記　　　載　　　要　　　領

標題及び本文の その処理の内容に応じて不要な文字を抹消する。

「承認　却下」

本文の「平成　年 源泉所得税の徴収猶予・還付請求書（災免用）一給与等・公的年金等・報酬

月　　目付でされ 等の提出年月目を記載する。

た」の空白欄

承認の内容 該当項目を○で囲む。

所得の種類
徴収猶予税額

却下の理由 例えば、「損害額が法定額に達しないため」又は「所得金額が法定額を超過す

るため」等その理由を記載する。

教　　　　　　示 「…2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象

となる法人の納税地を管轄する税務署名を記載する

また、「…（提出先は　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白

部分には、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する

なお、承認する場合は、教示文を送付しない。

3　留意事項

　（1）　目雇給与の徴収猶予申請に対する承認は、この通知書による通知を行わずに証明書を交付する。

　　　ただし、却下の場合は、この通知書により通知する。

　（2）　この通知書は、直接申請者に送付する。

　（削除）

4　送付に当たっての留意事項

　　この通知書を申請の却下に使用する場合は　書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平

成14年法律第99号）第2条第6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定

信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるもの

　により送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　188）

源泉所得税の徴収猶予・還付申請の承認・却下通知書

1　使用目的

　源泉所得税の徴収猶予・還付申請に対する処分の内容を申請者に通知する場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 記　　　載　　　要　　　領

標題及び本文の その処理の内容に応じて不要な文字を抹消する。

「承認　却下」

本文の「平成　年 源泉所得税の徴収猶予・還付請求書（災免用）一給与等・公的年金等・報酬

月　　目付でされ 等の提出年月目を記載する。

た」の空白欄

承認の　内容 該当項目を○で囲む。

所得の種類
徴収猶予税額

却下の理由 例えば、「損害額が法定額に達しないため」又は「所得金額が法定額を超過す

るため」等その理由を記載する。

（新設）

3　留意事項

　（1）　目雇給与の徴収猶予申請に対する承認は、この通知書による通知を行わずに証明書を交付する。

　　　ただし、却下の場合は、この通知書により通知する。

　（2）　この通知書は、直接申請者に送付する。

　（3）　承認通知書として使用する場合には、教示に係る文章を抹消する。

4　送付に当たっての留意事項

　　この通知書を申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平

成14年法律第99号）第2条第6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定

信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるもの

　により送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　198） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　198）

（一枚目）

第　　　　号 第　　　　号
（省略） （省略）

芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する

所得税の源泉徴収免除証明書を交付できないことの通知書 所得税の源泉徴収免除証明書を交付できないことの通知書

（省略） （省略）

（教示文削除） （（規 この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に 規

格 格

A 税務署長に対して異議申立てをすることができます。 A
4 4

））

17．03改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（源1427） 15．07改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（源1427）

（二枚目）

不服申立て等について

【不服申立てについて】
（追加）

○　こ0）処分に不服があるときは、こσ）通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます、）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった目の翌目から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます⊃

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日0）翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査言青求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき
又は当該裁決の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せノ）。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなけれぱ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができます。

（1）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他0）更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）異議申立てにっいての決定又は審査詰求についての裁決を経る二とにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　198）

芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する

所得税の源泉徴収免除証明書を交付できないことの通知書

1　使用目的

　　「芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の源泉徴収免除証明書を交付できな

いことの通知書」（源1427）は、芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する源泉徴収免除証明

書の交付要件に該当しないため、免除証明書を交付できない旨を申請者に通知する際に使用する。

2　記載要領

項　　　目 記　　　載　　　要　　　領

本文の「平成　年 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の源泉徴収

月　目付で」の空白欄 免除証明書交付（追加）申請書の提出年月目を記載する。

教　　　　　　　示 「…2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象と

なる法人の納税地を管轄する税務署名を記載する

また、「…（提出先は　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部

分には、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条

第6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2

項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　198）

芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する

所得税の源泉徴収免除証明書を交付できないことの通知書

1　使用目的

　　「芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の源泉徴収免除証明書を交付できな

いことの通知書」（源1427）は、芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する源泉徴収免除証明

書の交付要件に該当しないため、免除証明書を交付できない旨を申請者に通知する際に使用する。

2　記載要領

項　　　目 記　　　載　　　要　　　領

本文の「平成　年月　目付で」の空白欄 　芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の源泉徴収免除証明書交付（追加）申請書の提出年月目を記載する。

（新設）

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条

第6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2

項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　200） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　200）

（一枚目）

第　　　　号 第　　　　号
（省略） （省略）

芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に

対する所得税の源泉徴収免除証明書の失効通知書 対する所得税の源泉徴収免除証明書の失効通知書

（省略） （省略）

（教示文削除） （
（規 この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に 規

格
格

A 税務署長に対して異議申立てをすることができます。 A
4 4

）
）

17．03改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（源1430－2） 15．07改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（源1430－2）

（二枚目）

不服申立て等について

【不服申立てについて】
（追加）

○　こ0）処分に不服があるときは、こσ）通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

税務署長に対して異議申立てをすることができます・

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます、）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった目の翌目から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます⊃

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日0）翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査言青求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せノ）。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなけれぱ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができます。

（1）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他0）更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）異議申立てについての決定又は審査詰求についての裁決を経る二とにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　200）

芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に

対する所得税の源泉徴収免除証明書の失効通知書

1　使用目的

　　「芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の源泉徴収免除証明書の失効通知書」

　（源1430－2）（以下「通知書」という。）は、芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税

　の源泉徴収免除証明書の交付要件に該当しないこととなった場合に、失効した旨を申請者に通知する際に使

　用する。

2　記載要領

項　　　目 記　　　載　　　要　　　領

本文の「平成　年 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の源泉徴収

月　目に交付した証 免除証明書の交付年月目及び証明書番号を記載する。

明書　　第　　号」

の空白欄

教　　　　　　　示 「…2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象

となる法人の納税地を管轄する税務署名を記載する

また、「…（提出先は　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部

分には、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条

第6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2

項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　200）

芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に

対する所得税の源泉徴収免除証明書の失効通知書

1　使用目的

　　「芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の源泉徴収免除証明書の失効通知書」

　（源1430－2）（以下「通知書」という。）は、芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税

　の源泉徴収免除証明書の交付要件に該当しないこととなった場合に、失効した旨を申請者に通知する際に使

　用する。

2　記載要領
一’■H■［【■　＾　　■■’、

項 目 記 載 要 領

本
文
の
「
平
成
　
年
月
　
目
に
交
付
し
た
証
明
書
　
　
第
　
　
号
」
の
空
白
欄

　芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の源泉徴収免除証明書の交付年月目及び証明書番号を記載する。

（新設）

一■　　⊥　　⊥　　　　■

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条

第6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2

項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　205）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　205）

（一枚目）

（省略）

外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の

免除証明書を交付できないことの通知書

第　　　　号
（省略）

外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の

免除証明書を交付できないことの通知書

第　　　　号

（省略） （省略）

（教示文削除）
規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

税務署長に対して異議申立てをすることができます。

規
格

A
4

17．03改正 （源1434） 13．07 （源1434）

（二枚目）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　こ0）処分に不服があるときは、こσ）通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます・

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます、）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった目の翌目から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます⊃

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日0）翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

（追加）

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せノ）。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなけれぱ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他0）更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査詰求についての裁決を経る二とにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　205）

外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の

免除証明書を交付できないことの通知書

1　使用目的

　　「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書を交付できないことの通知書」（源1434）は、外国

法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付要件に該当しないため、免除証明書を交付できない

　旨を申請者に通知する際に使用する。

2　記載要領

項　　　目 記　　　載　　　要　　　領

本文の「貴杜（殿）」 申請者が法人の場合は「（殿）」を、個人の場合は「杜（）」を抹消する。

本文の「空白の箇所」
申請の種類に応じて「所得税法第180条」、「租税特別措置法施行令第3条の3」

又はr所得税法第214条」と記載する。

本文の「平成　年 外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付（追加）申請書の

月　目付」の空白欄 提出年月目を記載する。

教　　　　　　　示 「…2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象と

なる法人の納税地を管轄する税務署名を記載する

また、「…（提出先は　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部

分には、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する

改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　205）

外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の

免除証明書を交付できないことの通知書

1　使用目的

　　「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書を交付できないことの通知書」（源1434）は、外国

法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付要件に該当しないため、免除証明書を交付できない

　旨を申請者に通知する際に使用する。

2　記載要領

項　　　目 記　　　載　　　要　　　領

本文の「貴杜（殿）」 申請者が法人の場合は「（殿）」を、個人の場合は「杜（）」を抹消する。

本文の「空白の箇所」

　申請の種類に応じて「所得税法第180条」、「租税特別措置法施行令第3条の3」又はr所得税法第214条」と記載する。

本文の「平成　年月　目付」の空白欄 　外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付（追加）申請書の提出年月目を記載する。

（新設）



改　　　　　正　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　207）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　207）

（一枚目）

（省略）

第　　　　号

所得税施行令葵111秦に規定する要件に1亥当しないこととなり・又は所得税法

衷180条第1項各言に規定する外国法人若しくは非居住者に該当しなくなったこと
昴214条第1項各万

の通知書

（省略）

第　　　　号

所得税施行令葵111秦に規定する要件に1亥当しないこととなり、又は所得税法

魏秦葵騰葦に規定する外国法人若しくは非居住者に該当しなくなったこと

の通知書

（省略）

（省略）

（教示文削除）
規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

税務署長に対して異議申立てをすることができます。

規
格

A
4

17．03改正 16．06

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　こ0）処分に不服があるときは、こσ）通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます、）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった目の翌目から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます⊃

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日0）翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

（追加）

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せノ）。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなけれぱ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他0）更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てにっいての決定又は審査詰求についての裁決を経る二とにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　207）

　　　　　　　　　　第304条
所得税法施行令　　　　　に規定する要件に該当しないこととなり、又は所得税法
　　　　　　　　　　第330条

第180条第1項各号
　　　　　　　　　　　　に規定する外国法人若しくは非居住者に該当しなくなったこと
第214条第1項各号

の通知書

1　使用目的

　　r所得税法施行令第304条に綻する要件に該当しないこととなり、又は所得税法第180条第1項各号に規定
　　　　　　　　第330条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第214条第1項各号
する外国法人若しくは非居住者に該当しなくなったことの通知書」は、外国法人等に対する源泉徴収の免除

証明書の交付要件に該当しないこととなったことなどについて免除証明書の交付を受けている外国法人又

は非居住者に対し通知するために使用する。

2　記載要領

　（1）不要部分を抹消する。

　（2）　「…2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象となる法人の納税地を管轄す

る税務署名を記載する。

また、「…（提出先は　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分には、当該税務署の管轄

区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。

改　　　　　　　正　　　　　　　前

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　207）

　　　　　　　　　　第304条
所得税法施行令　　　　　に規定する要件に該当しないこととなり、又は所得税法
　　　　　　　　　　第330条

第180条第1項各号
　　　　　　　　　　　　に規定する外国法人若しくは非居住者に該当しなくなったこと
第214条第1項各号

の通知書

1　使用目的

　　r所得税法施行令第304条に綻する要件に該当しないこととなり、又は所得税法第180条第1項各号に規定
　　　　　　　　第330条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第214条第1項各号
する外国法人若しくは非居住者に該当しなくなったことの通知書」は、外国法人等に対する源泉徴収の免除

証明書の交付要件に該当しないこととなったことなどについて免除証明書の交付を受けている外国法人又

は非居住者に対し通知するために使用する。

2　記載要領

　　不要部分を抹消する。

　（追加）



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　229）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　229）

（一枚目）

（省略）

第　　　　号

租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価

に係る源泉徴収税額を還付できないことの通知書

（省略）

第　　　　号

租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価

に係る源泉徴収税額を還付できないことの通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

税務署長に対して異議申立てをすることができます。

規
格

A
4

17．03改正 13．07

（二枚目）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　こ0）処分に不服があるときは、こσ）通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます・

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます、）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった目の翌目から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます⊃

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日0）翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

（追加）

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せノ）。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなけれぱ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他0）更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査詰求についての裁決を経る二とにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　229）

租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る

源泉徴収税額を還付できないことの通知書

1　使用目的

　　「租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額を還付できないことの通知書」

　は、提出された租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る還付請求書に対して、その請求を却

下した旨を請求者に通知する際に使用する。

2　記載要領

項　　　目 記　　　載　　　要　　　領

本文の「貴杜（殿）」 申請者が法人の場合は「（殿）」を、個人の場合は「杜（）」を抹消する。

本文の「平成　年 租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る還付請求書の提出年月

月　目付」の空白欄 目を記載する。

（　理　　由　　） 租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る還付請求を却下する理

由を記載する。

教　　　　　　示 「…2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対象と

なる法人の納税地を管轄する税務署名を記載する

また、「…（提出先は　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空白部分

には、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。

改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　229）

租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る

源泉徴収税額を還付できないことの通知書

1　使用目的

　　「租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額を還付できないことの通知書」

　は、提出された租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る還付請求書に対して、その請求を却

下した旨を請求者に通知する際に使用する。

2　記載要領

項　　　目 記　　　載　　　要　　　領

本文の「貴杜（殿）」 申請者が法人の場合は「（殿）」を、個人の場合は「杜（）」を抹消する。

本文の「平成　年 租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る還付請求書の提出年月

月　目付」の空白欄 目を記載する。

（　理　　由　　） 租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る還付請求を却下する理

由を記載する。

（新設）



改　　　　　　正　　　　　　後
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　234）

改　　　　　正　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　234）

（一枚目）

（省略）

第　　　　号

勤労者財産形成年金貯蓄契約に係るやむを得ない

事情についての確認申請に対する通知書

（省略）

第　　　　号

勤労者財産形成年金貯蓄契約に係るやむを得ない

事情についての確認申請に対する通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
規
格

A
4

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

税務署長に対して異議申立てをすることができます。

規
格

A
4

17．03改正 13．07

（二枚目）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　こ0）処分に不服があるときは、こσ）通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます・

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます、）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった目の翌目から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます⊃

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日0）翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

（追加）

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せノ）。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなけれぱ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他0）更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査詰求についての裁決を経る二とにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　239） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　239）

（一枚目）

第　　　　号 第　　　　号
（省略） （省略）

適格外国仲介業者の承認申請の却下通知書（却下） 適格外国仲介業者の承認申請の却下通知書（却下）

（省略） （省略）

（
（教示文削除）

（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に 規

規 格

格 目本橋税務署長に対して異議申立てをすることができます。 A
A 4

）4
）

17．03改正 15．07改正

（二枚目）

不服申立て等1二ついて

【不服申立てについて】
（追加）

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

日本橋税務署長に対して異議申立てをすることができます。
○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

東京国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣〕となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　240） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について　240）

（一枚目）

第　　　　号 第　　　　号
（省略） （省略）

適格外国仲介業者の承認取消通知書（取消） 適格外国仲介業者の承認取消通知書（取消）

（省略） （省略）

（
（教示文削除）

（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に 規

規 格

格 目本橋税務署長に対して異議申立てをすることができます。 A
A 4

）4
）

17．03改正 15．07改正

（二枚目）

不服申立て等1二ついて

【不服申立てについて】
（追加）

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

日本橋税務署長に対して異議申立てをすることができます。
○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

東京国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣〕となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



第2　連結納税に関する申請書等の様式関係

平成14年8月1目付課法3－43ほか4課共同「連結納税に関する申請書等の様式の制定について」（法令解釈通達）のうち次表の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正する。
（注）下線を付した部分が改正部分である。

改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（連結納税に関する申請書等の様式の制定について　10） （連結納税に関する申請書等の様式の制定について　10）

（一枚目）

（記号番号） （記号番号）

（省略） （省略）

連結納税の承認申請の承　認通知書　　　　　　　　　　　　　却　下 連結納税の承認申請の承　認通知書　　　　　　　　　　　　　却　下

（省略） （省略）

（教示文削除）
（
規

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （
規

格 格

A
国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。 A

4
）

4
）

17．03改正 14．08

（二枚目）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌日から起算して2月以内に

国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　異議申立てにっいて決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服

があるときは、当該異議申立てをした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、決定があった二とを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき又

は当該決定の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができません

○　取消訴訟は、異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、異議申立てに対する決定を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）　異議申立てがされた目の翌目から起算して3月を経過しても決定がないとき。

（2）　更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定

等の取消しを求めようとするとき。

（3）　異議申立てにっいての決定を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急

の必要があるとき、その他その決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（連結納税に関する申請書等の様式の制定について　11） （連結納税に関する申請書等の様式の制定について　11）

（一枚目）

（記号番号） （記号番号）

（省略） （省略）

連結納税の承認の取消通知書 連結納税の承認の取消通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（
規

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （
規

格 格

A 国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。 A
4
）

4
）

17．03改正 15．03

（二枚目）

不服申立て等について

（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　異議申立てについて決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服

があるときは、当該異議申立てをした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起する二とができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、決定があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき又

は当該決定の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができません

○　取消訴訟は、異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、異議申立てに対する決定を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）　異議申立てがされた目の翌目から起算して3月を経過しても決定がないとき。

（2）　更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定

等の取消しを求めようとするとき。

（3）　異議申立てにっいての決定を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急

の必要があるとき、その他その決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（連結納税に関する申請書等の様式の制定について　14） （連結納税に関する申請書等の様式の制定について　14）

（一枚目）

（記号番号） （記号番号）

（省略） （省略）

連結納税の取りやめの承認申請の承　認通知書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　却　下 連結納税の取りやめの承認申請の承　認通知書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　却　下

（省略） （省略）

（教示文削除）
（
規

この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （
規

格 格

A 国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。 A
4
）

4
）

17．03改正 15．03

（二枚目）

不服申立て等について

（追加）

【不服申立てについて】

○　二の処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　異議申立てにっいて決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服

があるときは、当該異議申立てをした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、決定があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき又

は当該決定の目の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができません

○　取消訴訟は、異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、異議申立てに対する決定を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）　異議申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても決定がないとき。

（2）　更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定

等の取消しを求めようとするとき。

（3）　異議申立てにっいての決定を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急

の必要があるとき、その他その決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（連結納税に関する申請書等の様式の制定について　21） （連結納税に関する申請書等の様式の制定について　21）

（一枚目）

第　　　　号 第　　　　号

（省略） （省略）

連結所得に対する法人税額等の　　　通知書及び加算税の賦課決定通知書 連結所得に対する法人税額等の　　　通知書及び加算税の賦課決定通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に　　　に対して異議申立て

又は国税不服審判所長（提出先は　国税不服審判所長首席国税審判官）に対して審査詰求をすることができます。

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分（青色申告書に係る更正等）〕

不服申立て等について
（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

税務署長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、
国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査詰求をすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった目の翌目から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査言青求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

r取消訴訟」といいます、）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、栽決があった二とを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せノ）。

○　取消訴訟は、審査請求に対する栽決を経た後でなけれぱ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができまづ’。

C1）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等にっいてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）異議申立てについて0）決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は栽決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（連結納税に関する申請書等の様式の制定について　21）

改　　　　　　正　　　　　　前
（連結納税に関する申請書等の様式の制定について　21）

／税務署の職員の調査に基づく処分（その他の処分）〕

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　こσ）処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないも0）を除きます。）について0）決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日0）翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、こ0）通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　国税不服審半1」所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

（追加）

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、栽決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等
　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経る二とにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他そ0）決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（連結納税に関する申請書等の様式の制定について　21）

改　　　　　　正　　　　　　前
（連結納税に関する申請書等の様式の制定について　21）

／国税局の職員の調査に基づく処分（青色申告書に係る更正等）〕

不服申立て等1二ついて

【不服申立てについて】

○　二の処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌日から起算して2月以内に

　　　　　　　国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、
　　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

○　異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審半1」所長に対して審査請求を

　することができます。

（追加）

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁半1」所に対して処分の取消しの訴え（以下

　　「取消訴訟」といいます。）を提起する二とができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができ圭

　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等σ）取消しを求める訴えを提起した方が、そσ）訴訟σ）係属している間に

　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　の取消しを求めようとするとき、

　（3）異議申立てにっいての決定又は審査請求にっいての裁決を経ることにより生ず

　　　る著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、そσ）他その決定又は裁決を経な

　　　い二とにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（連結納税に関する申請書等の様式の制定について　21）

改　　　　　　正　　　　　　前
（連結納税に関する申請書等の様式の制定について　21）

／国税局の職員の調査に基づく処分（その他の処分）〕

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に
　　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定び）異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます・）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当言亥異議申立てをした方は、異議決定書0）謄本の

　送達があった目の翌目から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　する二とができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることにっいて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

（追加）

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査言青求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

　　「取消訴訟」といい圭す。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

　又は当該栽決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する栽決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てにっいての決定又は審査請求にっいての栽決を経ることにより生ずる

　　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにっき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（連結納税に関する申請書等の様式の制定について　24）

改　　　　　　正　　　　　　前
（連結納税に関する申請書等の様式の制定について　24）

（一枚目）

（省略）

第　　　　号
（省略）

第　　　　号

連結所得に対する法人税の加算税の賦課決定通知書 連結所得に対する法人税の加算税の賦課決定通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）

連結事業年度分の処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に　　　　に

対して異議申し立てをすることができます。

（二枚目）

不服申立て等について
（追加）

【不服申立てについて】

　　　白平成年月日白平成年月日　　自平成年月日○至平成年月日・至平成年月日又は至平成年月目
　連結事業年度分の処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して
　2月以内に　　　　　　　　　に対して異議申立てをすることができます。
○　異議申立て（法定の異議申立期問経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た
　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の
　送達があった日0）翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます。
○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をする二とができますコ

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について栽決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服
　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といい主す。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となりま1す。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき
　又は当該裁決の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができ主せん
　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
　ることができます。
　（1）審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に
　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等
　　0）取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての栽決を経ることにより生ずる

　　著しい損害を避けるため緊急0）必要があるとき、そ0）他そ0）決定又は裁決を経ない
　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（連結納税に関する申請書等の様式の制定について　28） （連結納税に関する申請書等の様式の制定について　28）

（一枚目）

法第　　　　号 法第　　　　号
（省略） （省略）

連結欠損金の繰戻しによる還付請求（の一部）に理由がない旨の通知書 連結欠損金の繰戻しによる還付請求（の一部）に理由がない旨の通知書

（省略） （省略）

（教示文削除）
（ この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に （規

税務署長
規

格
国税局長に対して異議申立てをすることができます。

格

A A
4 4
） ）

17．03改正 15．07

（二枚目）

／税務署の職員の調査に基づく処分〕

不服申立て等について
（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に
税務署長に対して異議申立てをする二とができます。

○　異議申立て（法定0）異議申立期問経過後にされたものそ0）他そ0）申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることにっいて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後σ）処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
r取消訴訟」といいます。）を提起することができます，

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま
せノ）。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す
ることができます。

（1）審査請求がされた目0）翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等にっいてされた他0）更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

（3）異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後
（連結納税に関する申請書等の様式の制定について　28）

改　　　　　　正　　　　　　前
（連結納税に関する申請書等の様式の制定について　28）

／国税局の職員の調査に基づく処分〕

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、二の通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に
　　　　　　　国税局長に対して異議申立てをすることができます。

○　異議申立て（法定0）異議申立期問経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

　れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

　後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

　送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を
　することができます。

○　なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

　は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長（提出先は、

　　　　　　　国税不服審半1」所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

（追加）

【取消しの訴えについて】

○　審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下
　　r取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、裁決があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき

　又は当該栽決の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができま
　せん。

○　取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）審査請求がされた目の翌目から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

　（2）更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

　　　の取消しを求めようとするとき。

　（3）異議申立てにっいての決定又は審査請求にっいての栽決を経ることにより生ずる

　　　著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

　　　ことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　　正　　　　　　　後

（連結納税に関する申請書等の様式の制定について　28）

連結欠損金の繰戻しによる還付請求（の一部）に理由がない旨の通知書

1　使用目的

　　「連結欠損金の繰戻しによる還付請求（の一部）に理由がない旨の通知書」は、連結欠損金の繰戻し

　による還付請求書が期限後の請求等適法なものでない場合及び還付請求があった法人税の全額、又は一

部について還付を要しないもので、その請求の理由がなく、還付を要しない場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　容

本　　　　　文 「……（の一部）……」のかっこ書きの箇所については、還付請求があった

法人税の全部についての理由がなく、還付しないときは、これを抹消する

理　　　　　由 その処分の理由を簡潔かつ具体的に、例えば、「欠損連結事業年度の連結欠

損金額××××円が××××円に更正されたことによる。」とか、「……欠損連

結事業年度の連結欠損金額×××円が連結所得金額×××円に更正されたこと

による。」、「還付請求書がその提出期限　（×月×目）までに提出されなかった

ことによる」等のように記入する

調査担当者 「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」

の空白部分は、調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

（1）　税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹

消する。

（2）　国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に

当該職員の所属国税局名を記入する

教　　　　　　示
処分の内容に応じて、次のとおり記載する（それぞれに該当する用紙を使

用することに留意する。）。

（1）税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…2月以内に　　税務署長に対して…」の空白部分には、処分の対
象となる法人の納税地を管轄する税務署名を記載する

また、「…（提出先は　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空
白部分には、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載す
る。

（2）国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合

「…2月以内に　　国税局長に対して…」の空白部分には、処分の対
象となる法人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名
を記載する。

また、「…（提出先は　　国税不服審判所首席国税審判官）…」の空
白部分には、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載す
る

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第

　2条第6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者によ

　る同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付
　する。

改　　　　　　正　　　　　　前
（連結納税に関する申請書等の様式の制定について　28）

連結欠損金の繰戻しによる還付請求（の一部）に理由がない旨の通知書

1　使用目的

　　「連結欠損金の繰戻しによる還付請求（の一部）に理由がない旨の通知書」は、連結欠損金の繰戻し

　による還付請求書が期限後の請求等適法なものでない場合及び還付請求があった法人税の全額、又は一

部について還付を要しないもので、その請求の理由がなく、還付を要しない場合に使用する。

2　記載要領

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　容

本　　　　　文 「……（の一部）……」のかっこ書きの箇所については、還付請求があった

法人税の全部についての理由がなく、還付しないときは、これを抹消する

理　　　　　由 その処分の理由を簡潔かつ具体的に、例えば、「欠損連結事業年度の連結欠

損金額××××円が××××円に更正されたことによる。」とか、「……欠損連

結事業年度の連結欠損金額×××円が連結所得金額×××円に更正されたこと

による。」、「還付請求書がその提出期限　（×月×目）までに提出されなかった

ことによる」等のように記入する

調査担当者 「この通知に係る処分は、　　　　の職員の調査に基づいて行いました。」

の空白部分は、調査担当者の所属等により次のとおり記入する。

（1）税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹
消する。

（2）　国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に

当該職員の所属国税局名を記入する

教　　　　　示 「税務署長

の箇所については、国税局の職員の調査に基づいて行われた処分
国税局長」

である旨の表示をする場合には「税務署長」を、その他の場合には「国税局長」を

抹消する

3　送付に当たっての留意事項

　　この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第

　2条第6項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者によ

　る同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付
　する。



第3　認定特定非営利活動法人制度に関する認定申請書等の様式関係
平成15年4月1目付課法10－12「認定特定非営利活動法人制度に関する認定申請書等の様式の制定について」（法令解釈通達）のうち次表の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正する。
（注）下線を付した部分が改正部分である。

改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（認定特定非営利活動法人制度に関する認定申請書の様式の制定について　22） （認定特定非営利活動法人制度に関する認定申請書の様式の制定について　22）

（一枚目）

課法 課法
（省略） （省略）

認定特定非営利活動法人として認定する旨の通知書（通知） 認定特定非営利活動法人として認定する旨の通知書（通知）

（省略） （省略）

（教示文削除）
この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。

（二枚目）

不服申立て等について （追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　異議申立てについて決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服

があるときは、当該異議申立てをした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、決定があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき又

は当該決定の目の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができません。

○　取消訴訟は、異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起する二とができません

が、次のいずれかに該当するときは、異議申立てに対する決定を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）　異議申立てがされた目の翌目から起算して3月を経過しても決定がないとき。

（2）　更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定

等の取消しを求めようとするとき。

（3）　異議申立てにっいての決定を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急

の必要があるとき、その他その決定を経ないことにっき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（認定特定非営利活動法人制度に関する認定申請書の様式の制定について　23） （認定特定非営利活動法人制度に関する認定申請書の様式の制定について　23）

（一枚目）

課法 課法
（省略） （省略）

認定特定非営利活動法人として認定しない旨の通知書（通知） 認定特定非営利活動法人として認定しない旨の通知書（通知）

（省略） （省略）

（教示文削除）
この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。

（二枚目）

不服申立て等について

（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　異議申立てにっいて決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服

があるときは、当該異議申立てをした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、決定があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき又

は当該決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができません。

○　取消訴訟は、異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、異議申立てに対する決定を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）　異議申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても決定がないとき。

（2）　更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定

等の取消しを求めようとするとき。

（3）　異議申立てにっいての決定を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急

の必要があるとき、その他その決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（認定特定非営利活動法人制度に関する認定申請書の様式の制定について　24） （認定特定非営利活動法人制度に関する認定申請書の様式の制定について　24）

（一枚目）

課法 課法
（省略） （省略）

認定特定非営利活動法人としての認定の取消通知書（通知） 認定特定非営利活動法人としての認定の取消通知書（通知）

（省略） （省略）

（教示文削除）
この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。

（二枚目）

不服申立て等について

（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　異議申立てにっいて決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服

があるときは、当該異議申立てをした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、決定があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき又

は当該決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができません。

○　取消訴訟は、異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、異議申立てに対する決定を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）　異議申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても決定がないとき。

（2）　更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定

等の取消しを求めようとするとき。

（3）　異議申立てにっいての決定を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急

の必要があるとき、その他その決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。



第4　特定医療法人制度に関する承認申請書等の様式関係

平成15年4月4目付課法10－15「特定医療法人制度に関する承認申請書等の様式の制定について」（法令解釈通達）のうち次表の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正する。
（注）下線を付した部分が改正部分である。

改　　　　　　正　　　　　　後
（特定医療法人制度に関する承認申請書等の様式の制定について　8）

改　　　　　　正　　　　　　前
（特定医療法人制度に関する承認申請書等の様式の制定について　8）

（一枚目）

課法 課法

（省略） （省略）

（省略）

特定医療法人の承認申請の却下通知書（通知）

（省略）

特定医療法人の承認申請の却下通知書（通知）

（教示文削除）
　この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。

（二枚目）

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

　国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　異議申立てについて決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服

　があるときは、当該異議申立てをした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

　「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、決定があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき又

　は当該決定の日の翌目から起算して1年を経過したときは、提起することができません。

○　取消訴訟は、異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができません

　が、次のいずれかに該当するときは、異議申立てに対する決定を経ずして訴訟を提起す

　ることができます。

　（1）　異議申立てがされた目の翌目から起算して3月を経過しても決定がないとき。

　（2）　更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

　　　当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定

　　等の取消しを求めようとするとき。

　（3）　異議申立てにっいての決定を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急

　　の必要があるとき、その他その決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。



改　　　　　　正　　　　　　後 改　　　　　　正　　　　　　前
（特定医療法人制度に関する承認申請書等の様式の制定について　9） （特定医療法人制度に関する承認申請書等の様式の制定について　9）

（一枚目）

課法 課法

（省略） （省略）

特定医療法人の承認の取消通知書（通知） 特定医療法人の承認の取消通知書（通知）

（省略） （省略）

（教示文削除）
この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。

（二枚目）

不服申立て等について

（追加）

【不服申立てについて】

○　この処分に不服があるときは、この通知を受けた目の翌目から起算して2月以内に

国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。

【取消しの訴えについて】

○　異議申立てにっいて決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服

があるときは、当該異議申立てをした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

○　取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者　法務大臣）となります。

○　取消訴訟は、決定があったことを知った目の翌目から起算して6月を経過したとき又

は当該決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができません。

○　取消訴訟は、異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、異議申立てに対する決定を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

（1）　異議申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても決定がないとき。

（2）　更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定

等の取消しを求めようとするとき。

（3）　異議申立てにっいての決定を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急

の必要があるとき、その他その決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。




